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はじめに 

 
 
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では、平成 17 年度以降、「著作権法に関する

今後の検討課題」（平成 17 年 1 月 24 日 文化審議会著作権分科会）に掲げられた課題を中

心として、政府の知的財産戦略本部から提言された検討課題など緊急に検討を要する課題

を適宜含めつつ、検討を進めてきている。 
今期（平成 20 年度）の法制問題小委員会では、昨期からの引き続きの課題として、 

ア 「デジタルコンテンツ流通促進法制」について 
イ 私的使用目的の複製の見直しについて 
ウ 機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱いについて（デジタル対応ワーキン

グチーム関係） 
について、検討を進めてきた。 
 
 一方、本年 6 月 18 日に知的財産戦略本部で決定された「知的財産推進計画 2008」にお

いては、デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会の検討経過報告で早急に対応

すべき課題とされた、(1) 検索サービスの適法化、(2) 通信過程における一時的蓄積の法的

位置付けの明確化、(3) 研究開発に係る著作物利用の適法化、(4) コンピュータ・プログラ

ムのリバース・エンジニアリングの適法化の４つの課題について、2008 年度中に法的措置

を講じるべきことが盛り込まれた。 
このため、今期の法制問題小委員会では、上記のア～ウの課題に加えて、 

  エ リバース・エンジニアリングに係る法的課題について 
  オ 研究開発における情報利用の円滑化について 
の２点を新たに検討課題として加え、緊急に検討を行ってきた。（(1)の検索エンジン関係

については既に昨年の「法制問題小委員会・平成 19 年度中間まとめ」（以下「19 年度中間

まとめ」という。）において一定の方向性を示している。） 
 
それぞれの検討結果については、次節以降のとおりである。 
 
 
なお、念のため、この「20 年度中間まとめ」と「19 年度中間まとめ」との関係につい

て付言すれば、上記のように今回の「20 年度中間まとめ」は、昨期からの検討課題のうち

残りの検討事項等を中心に取り扱ったものであり、基本的には、昨期からの検討課題のう

ち 19 年度中間まとめに盛り込まれなかった課題が、今回、中間的に取りまとめられたと

の関係になる。 
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第１節 「デジタルコンテンツ流通促進法制」について 

 
 
１ 検討の背景と経緯 
 
（１） これまでの検討の経緯 
 

○ デジタル化、ネットワーク化の急速な進展に伴い、著作物の利用形態が大きな変化

を見せているとの指摘の中で、本小委員会では、昨年以来、民間からの諸提案や、経

済財政諮問会議や知的財産戦略本部の提言に応じて、デジタルコンテンツの流通促進

のための法制度等を検討してきている１。 
   一方で、法制度の整備が求められている「デジタルコンテンツ流通促進法制」に

ついては、必ずしもその求められている課題内容が明確ではなかったことから、昨年

度の法制問題小委員会では、この民間の諸提案を素材としてその論点を整理しつつ２、

経済財政諮問会議等の提言の問題意識、背景について検討を加えたところである。そ

の上で、本課題についての必要な検討を、 
① 経済財政諮問会議の問題意識に見られるような、過去にインターネット以外

の流通媒体での利用を想定して製作されたコンテンツを、インターネットで二次

利用するに当たっての著作権法上の課題 
② インターネットを活用して創作が行われるなど「制作」や「流通」の概念で

分けることが困難な形態や、不特定多数が関わって創作、利用が行われる形態等

に関する著作権法上の課題 
に大きく２つに分けて整理している。 

 
○ このうち①の課題については、経済財政諮問会議では、特に過去の放送番組等が念

頭に置かれていたこともあり３、本小委員会では、放送番組の二次利用の問題点を中

心として検討を行い、インターネットでの二次利用が進まない原因について、著作権

契約に関する問題以外から生じている原因も多いものの、著作権契約についても二次

利用のための契約が困難な場合があることを挙げた。具体的には、著作権契約に関す

る課題としては、権利の集中管理や関係者間のルール形成が進む中では、権利者の所

在不明等により二次利用のための契約交渉が行えない場合の利用円滑化方策が特に

検討が行われるべき課題であるとの整理を行った。そして、この課題については、過

去の著作物等の保護と利用に関する小委員会（以下「過去著作物等小委員会」という。）

で同様の課題を検討しているところであったため、昨年の段階では、まずはその検討

                                            
１ 「知的財産推進計画2007」（平成 19年 5月 31日知的財産戦略本部決定）、「経済財政改革の基本方針2007」（平成

19年 6月19日閣議決定）において、2年以内に法制度等を整備することが求められている。 
２
 19年度中間まとめ（82頁）参考資料１「デジタルコンテンツ流通促進に関する諸提案に関する論点整理」 

３ 19年度中間まとめ（7頁）「第1節「デジタルコンテンツ流通促進」について－３ 検討すべき課題－(1) 経済財政諮

問会議における検討の経緯」 
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に委ねていたところである。 
 

○ 上記②の課題については、その時点でインターネットを活用して行われている利用

形態の実態及びその実際上の課題が必ずしも、明らかになっているとは言えなかった

ことから、まずは、利用実態等の調査や検討課題の整理を行うこととした。 
 
○ その上で、本小委員会としては、これら２つの課題を中心として、その他の権利制

限の見直しなど関連する課題との関係も必要に応じて射程に含めつつ、デジタル化・

ネットワーク化の下における著作権制度の在り方について、総合的に検討を進めるこ

ととしていた。 
 
（２） その他の最近の動向について 
 

○ 本小委員会では、上記のように検討を進めてきているが、知的財産戦略本部／デジ

タル・ネット時代における知財制度専門調査会の検討経過報告では、早急に対応すべ

き４つの課題（「はじめに」参照）に次いで、今後の検討課題として、(1) コンテン

ツの流通促進方策、(2) 包括的な権利制限規定（日本版フェアユース規定）の導入、

(3) ネット上に流通する違法コンテンツへの対策の強化の３つの課題を掲げており、

「知的財産推進計画 2008」において、これらの課題について 2008 年度中に法的措

置を講じるべき、又は 2008 年度中に結論を得るべきことが新たに盛り込まれた。 
 

●「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について＜検討経過報告＞」（平成２０

年５月２９日、デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会） 

 
５．今後の検討課題 

本専門調査会では、今後、「３．改革が必要な課題」に掲げた課題のうち、デジタル・ネッ

ト環境を活用した新規ビジネスの創出の観点から重要な法制度上の課題、また、政府部内に

おいて十分な検討が進んでいない下記の課題を中心として検討を深めることとする。また、

これらに関連するその他の課題についても適宜検討を進め、本年末までに全体の報告を取り

まとめることとする。 

（１）コンテンツの流通促進方策について 

インターネットを活用した新しいビジネスにおけるコンテンツの二次利用を円滑に

進める観点から、コンテンツの流通を一層促進する新たな枠組みについて、権利者の利

益確保に留意しつつ、総合的な検討を行うとともに、一般の人々によるネット上での新

しい創作形態への対応方策について検討する。 

（２）包括的な権利制限規定（日本版フェアユース規定）の導入について 

  将来の多様な発展を後押しし、新たなビジネスモデルの開発や新規事業の参入を促す

観点から、個別具体の権利制限規定との役割分担を明確にしつつ、著作権者等の利益を

不当に害しないと認められる利用を包括的に合法化し得る一般的な権利制限規定（日本
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版フェアユース規定）を導入することについて検討する。 

（３）ネット上に流通する違法コンテンツへの対策の強化 

    ネット上でのコンテンツの流通を促進するためには、違法コンテンツの蔓延を防ぎ、

ビジネスの対価が正当に権利者へ還元される環境を作ることが必要不可欠である。この

ため、ネット上の違法コンテンツの流通防止策の強化や、グローバルに流通する違法コ

ンテンツへの国際的な対策などについて検討する。 

 

●「知的財産推進計画２００８－世界を睨んだ知財戦略の強化－」（２００８年６月１８日、知

的財産戦略本部）（抜粋） 

 

第４章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり 

Ⅰ．デジタル・ネット時代に対応したコンテンツ大国を実現する 

１．デジタル・ネット環境をいかした新しいビジネスへの挑戦を促進する 

（３）デジタル・ネット時代に対応した知財制度を整備する  

デジタル・ネット時代に対応したコンテンツ産業の振興を図るため、新たなコン

テンツの利用形態を視野に入れた流通促進の枠組み、包括的な権利制限規定の導入

も含めて新たな技術進歩や利用形態等に柔軟に対応し得る知財制度の在り方、ネッ

ト上の違法な利用に対する対策強化等について早急に検討を行い、２００８年度中

に結論を得る。また、コンテンツ市場の拡大に向けて、既存のメディアにとらわれ

ない新規事業の創出など、デジタル・ネット時代に対応した新たなビジネスモデル

の構築に向けた取組を支援する。 
 

○ また、19 年度中間まとめでは、デジタルコンテンツの流通促進に関する民間の諸提

案の動向についても取り上げたが、本年においても、さらに新たな民間提案が提唱さ

れている４。これは、フェアユース規定を設けるなどの昨年度の諸提案との共通点も

ありつつ、昨年度の諸提案の特徴の一つである登録制は採用せず、一定の事業者に映

像、音楽等のコンテンツをネットで利用することについての許諾権（ネット権）を集

中させる（他の創作者の権利行使は制限され、ネット権者はそれらの者に公正な収益

の配分を行う義務を負う）との提案となっている。 

 
 
２ コンテンツの二次利用の円滑化に関する課題 
 
（１） これまでの検討 
 

「デジタルコンテンツ流通促進法制」に関する課題のうち、過去にインターネット

以外の流通媒体での利用を想定して製作された放送番組等を、インターネットで二次

利用するに当たっての著作権法上の課題の部分については、19年度中間まとめでは、

                                            
４ デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム「『ネット法』構想について」（2008年 3月） 
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以下のように整理を行っている。 
 

①現状 
コンテンツに含まれる各著作物等の二次利用に関しては、利用の円滑化の観点か

ら、集中的な利用許諾システムの構築が試みられており、現状においては、以下の

ような取組が進められている。 

    ａ 権利の集中管理による取組 
ア 一任型による集中管理 

        音楽（日本音楽著作権協会）、原作（日本文藝家協会）、脚本（日本脚本

家連盟、日本シナリオ作家協会）、実演（日本芸能実演家団体協議会）、レ

コード（日本レコード協会）などの分野では、放送番組のネット利用など

の二次利用について、著作権等管理事業法に基づく一任型（著作物等の利

用の許諾等の権利管理を、使用料の額の決定も含めて委託する）による集

中管理が行われている。 
      イ 非一任型による集中管理 

美術（美術著作権協会）、翻訳出版（翻訳エージェント）、一部の実演（日

本音楽事業者協会など）など、著作権等管理事業法の規制を受けず、非一

任型（使用料の額の決定は権利の委託者が行う）による集中管理が行われ

ている分野がある。 
    ｂ その他 

ア 団体間で一定のルールを形成し、そのルールを参考に個別許諾によってい

るものがある（例：日本俳優協会。利用者との間でルールを定めており、個々

の歌舞伎俳優がそのルールを参考に個別許諾を実施している場合がある）。 
イ 放送事業者等では、放送番組等に係る出演者等の情報を整理し保存するこ

とに取り組んでいる。 
 

このように、著作権等管理団体に権利を委託している場合、権利者団体と利用

者団体との間で一定のルールが形成されている場合については、所定の規程やル

ールに従って、一定の使用料を支払うことにより、二次利用について、ほぼその

まま許諾が得られる仕組みとなっている。 

 

② 著作権契約に関する課題とその考え方 

このような観点からすると、著作権に関する契約が問題で、二次利用を拒まれる

場合は、主に、以下のような場合である５。 

ア これらの団体に権利を委託していない者、ルールが適用されていない者 

イ 著作者、実演家等の死亡、引退等による権利者の所在不明 

ウ そのほか、実演家のイメージ戦略、経済的価値の維持として、過去のＴＶ番

                                            
５ ただし、19年度中間まとめでは、このうち「ウ」の出演者の思想信条等に関する事項については基本的に尊重すべきで

はないかとの問題意識を提示している。 
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組の二次利用の許諾をしない場合、権利者の思想信条（例えば、インタビュー

等について番組制作時と考え方が変わっている）に関係する場合などで、許諾

を得られない場合もある。 

    このうち各実演家等のビジネス戦略や思想信条に関するものについては、基本的

に尊重すべきものと考えられるとの観点から、主として、権利者の所在不明等の問

題を中心に検討すべきである。 
 
（２） 過去著作物等小委員会における検討 

過去著作物等小委員会では、このような本小委員会での課題整理も踏まえ、本年 5
月に「過去の著作物等の利用の円滑化方策について（中間総括）」を取りまとめてお

り、その関係部分の骨子は次のとおりである。 
 
  ① 多数権利者が関わる場合の課題の整理 

放送番組の二次利用の許諾が得られないことは少なく、許諾を得られなかった場

合でも、実例を検証した結果、必ずしも不当な理由による許諾の拒否とは言い切れ

ない状況であった。また、「共同実演」の解釈の明確化により著作隣接権の共有の規

定を活用することについても、実務上の処理に照らせば、活用できる場面は少ない

ことや、活用することが一長一短となる場合もある。 
むしろ、放送番組の二次利用の実務の上では、インターネットの番組配信がビジ

ネスモデルとして未成熟であることや、引退等の理由による不明者の許諾が得られ

ないことの方が問題である。 
     
  ② 権利者不明の場合の課題の整理 

前提として、二次利用の際に権利者不明の場合であって再度の契約交渉が困難と

なる場合の予防策や対応策として、既に民間でも、二次利用を前提とした契約締結

を促進、コンテンツホルダーや権利管理団体による権利情報の管理、権利者情報デ

ータベースの整備、使用料を預託し利用後に事後処理を仲介する第三者機関の検討

などの取組が進められており、将来の問題も視野に入れれば、これらの取組が非常

に重要である。 
これらの民間での取組を促進するとともに、民間の対応で払拭できない法的リス

ク等については、セーフティネットとして制度的な対応が必要であるとの認識に立

ち、文化庁長官による裁定制度の運用改善、著作隣接権の裁定制度の創設、著作権・

著作隣接権を通じた新たな制度設計、それぞれの可能性について検討している。 
 
（３） 本小委員会の検討の方向性 

 
本小委員会では、この過去著作物等小委員会の中間総括を踏まえて検討を加えた。

過去著作物等小委員会で提案された新たな制度設計について（「過去の著作物等の保

護と利用に関する小委員会・中間整理」（平成 20 年 10 月 1 日 文化審議会著作権分

科会））、事後的に権利者が現れた場合に無条件で差し止められないようにするなど、
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制度を設けることが無意味にならないよう工夫を加えるべきこと等の意見があった。

その上で、権利者不明の場合に、十分な調査をした上でも権利者が不明である場合に

一定の条件で利用を認めていくべきことについて、概ね委員の意見の一致があったと

考えられる。 
この課題については、前述のように「デジタルコンテンツ流通促進法制」の重要な

要素の一つであると考えられることから、このような権利者不明の場合の制度的措

置については、できる限り早期に実施に移すよう検討することが適当である。 
 
 
３ インターネット等を活用した創作・利用に関する課題 
 
（１） これまでの検討で示された観点 
 

19 年度中間まとめでは、前述のように「経済財政改革の基本方針 2007」において

整備が求められている「デジタルコンテンツ流通促進法制」は、コンテンツの二次利

用が念頭に置かれていると整理しつつも、本小委員会としては、それにとどまらず、

デジタル化、ネットワーク化の下での著作物等の利用形態、創作形態に応じた著作権

制度の在り方に関する課題も検討すべきとしている。 
具体的に 19 年度中間まとめで示している観点としては、 
・ インターネットについて、既存の流通メディアと同じような意味での「流通」

手段の一つとして捉えきれない側面、つまり、「制作」と「流通」の概念で分け

て考えることが困難な場合（例えば、いわゆるブログや掲示板等をはじめ、当初

からインターネットにおいて創作が行われる形態や、相互に改変、推敲等をし合

うことによって、作品の完成度をより高めていく形態など） 
・ さらにその利用形態、創作形態に不特定多数の者が関わる場合や、個人的な利

用との意識の下で不特定多数者間のやりとりが行われている場合 
このような複合的な場面において、著作物等の利用形態、創作形態について、どのよ

うな著作権法上の課題があるか、との点である。 
 
（２） 生じている現象と主な原因の分析 
 

○ このような問題意識の下、本小委員会では、まずはインターネットを活用して行わ

れている様々な著作物等の利用形態について、その実態と、利用に当たって関係者が

著作権法に関する課題であると認識している事項について委託調査を行った６。 
その結果、関係者が問題を感じている点の多くは、既に著作権分科会の各委員会で

                                            
６ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「インターネットの普及に伴う著作物の創作・利用形態の変化について」

報告書（平成20年 3月）http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/riyoukeitai_20_03.pdf 
 この調査研究の中では、新しい著作物の創作・利用形態と関連した事業に携わる企業10社の実務者及びこの問題に関

心を有する研究者、弁護士等の有識者4名に対するヒアリングを行うことにより、問題となる点を聴取している。 
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検討課題として取り上げている課題でもあった（検討途上のものも多く含む）７が、

その他、新たな要素を含む可能性があるとして指摘された課題には、次のようなもの

があった。 
 

① 例えば、ストレージサービス等８に関して、著作物の利用主体がサービス事業

者なのか、サービス利用者なのか、いずれに判断されるかによって、行為に対す

る法的評価が異なることとなるが、その判断基準が必ずしも明確でないことか

ら、新規事業に影響を与える場合があるとの指摘がなされている。（ただし、こ

の点については、従来からある問題の延長に過ぎず実務上で基準を確立していく

べき問題であるとの評価と、インターネットの普及により多数の者が関わること

によって矛盾が表面化したとの評価との双方があり得るとしている) 

 

② また、権利制限規定の見直しとして、包括的な権利制限規定（いわゆるフェア

ユース規定）や、現在は実態上黙認されているような二次創作形態や写り込み等

の小規模な利用に関する権利制限の検討についての指摘があった。 

 

③ 複数、不特定の者によるマッシュアップ９によって制作が行われる場合には、現

時点では各事業者の用意するサービスの規約等に従って実施され、その限りではそ

れ自体に大きな問題が生じている状況ではないが、それが暗黙のルール等によって

支えられている場合があり、明確な取り決めのない場合には、放送番組の二次利

用等の場合に生じているとされる問題と同様に、その後の二次利用の場面で不都

合が生じる場合があるとの指摘があった１０。（ただし、制作に関わる者が不特定

であり数が膨大になることから、放送番組の二次利用の問題とは別の問題点が特

に生じる可能性も否定できないとしている） 

 

○ このような指摘の中で、特に①②の課題の関係からは新たな問題点が浮かび上が

ってきていると考えられる。例えば、前述のストレージサービス等に関しては、サ

ービス利用者が私的領域で行っていた行為と同等の行為を、ネットワークを介して

遠隔で行っているに過ぎないと評価される場合もあれば、ネットワークを通じて不

特定の者が関わることにより個人的な行為とはいえない（実態上、事業者が不特定

の者に対してネットワークを通じて配信することと同様の状況が生じてしまう）と

                                            
７ 一時的蓄積や検索エンジンサービスに関する権利制限の必要性や、いわゆる「間接侵害」に関連する問題、権利者調査

の困難さの問題など。 
８
 同報告書（前掲注6）では、インターネット上でハードディスク等の記憶装置を提供するサービスのほか、その保存し

たものを他者に公開できる動画共有サービスや、データを中継・変換して遠隔地に伝達するサービス等も含めて、「スト

レージサービス等に関する諸問題」として検討を加えている。 
９ 上同報告書（前掲注6）では、時間をかけて複数人がインターネット上で１つの作品を作り上げる形態であり、完成形

がなく、発展しつづけるものを指して「複数者のマッシュアップによって制作された著作物」と総称している。 
１０ 同報告書（前掲注6）では、これらのマッシュアップに参加している利用者の意識は、著作権法と異なる前提に立っ

ているわけではなく、むしろ各利用者は自らに著作権があることを前提にしており、そのために窓口の一元化等のための

規約変更に反発が生じる場合がある等の事例を指摘している。 
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評価される場合もある。 

この問題は、いわゆる「間接侵害」に関連する課題として、本小委員会の司法救

済ワーキングチームでも検討されているが、その他に、次のような問題点として捉

えることができると考えられるのではないか。すなわち、 

・ 現在の著作権法上の権利制限規定は、私的領域における行為であれば個人的

な零細な利用として権利制限の対象となり、ネットワークを介した利用の場合

には、権利制限の対象となる場合が少ないとの状況になっているが、実態とし

ては、ネットワークを介して個人的な零細な行為を行うことがある一方で、私

的領域であっても大規模な著作物利用が行われることもあるなど、許容される

べきと考えられる事項と許容すべきでないと考えられる事項との境界、判断基

準が、現在の権利制限規定の考え方から比べて変わってきている 

との問題である。 

 

  ○ このように、生じている問題を、現在の権利制限規定の切り口（例えば、私的領

域かどうかや、非営利無料かどうかなど）と、実際に権利者の利益を不当に害する

行為かどうかという面での実態とが、必ずしも重ならなくなってきている問題であ

ると捉えるとすれば、今後は、権利制限規定について、条約上の考え方１１に則して、

必要に応じて順次、このような乖離の解消に努めていくことが適当と考えられる。 

実際に、本小委員会では、「著作権法に関する今後の検討課題」（平成 17 年 1
月 24 日 文化審議会著作権分科会）に基づいて、別途、私的使用目的の複製の範囲

の見直しやその他権利制限の見直しも議論してきており、これらの検討の中には、

今回の文脈の中で捉えられる見直し事項も含まれていると考えられる１２。また、こ

のような観点からは、知的財産戦略本部／デジタル・ネット時代における知財制度

専門調査会で行われている包括的な権利制限規定（日本版フェアユース規定）の導

入の検討についても、この問題と深い関係を有する事項と考えられる。 
 
○ また、③の不特定多数の者が関わる著作物利用の形態に関する問題点については、

今後生じてくる可能性のある問題点について、実際に関係の事業に関わっている者の

意見等も踏まえつつ、さらに問題点の精査と研究を行うことが必要と考えられる。 
 その他、上記の委託調査では、法制度は基本的にそれ自体だけでビジネス等の社会

活動を促進するものではなく、現行の著作権法の改正が必要な面はあるものの、コン

テンツ流通にかかるビジネスがあまり進展していない原因は必ずしも現行著作権法

のみにあるわけではなく、しっかりとしたビジネスモデルがないこと等にもその原因

があるとの指摘もあった。法制度の検討と並行してこのような点にも留意することは

                                            
１１

 著作権関係条約においては、権利の例外を設ける際、一般的には、「スリーステップテスト」の基準が採用されてい

る。すなわち、①特別の限定された場合であること、②通常の利用を妨げないこと、③権利者の利益を不当に害しないこ

と、との３要件を満たす必要があるとの基準が設けられている。 
１２

 例えば、既に設けられている権利制限規定により可能であった行為と実質的に同様の行為が、ネットワーク化の進展

や技術の進歩により普及している一方で、それらの利用が権利者の利益を不当に害しない点でも実質的に変わらないこと

を理由とする権利制限の見直し（や、その逆）等がこの文脈の中で捉えられるものと考えられる。 
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当然に必要であると考えられる。 

 
（３） その他最近の改正要望の動向 
 
  ○ このほか、「１ 検討の背景と経緯－(2) その他最近の動向について」で触れたよう

に、デジタル・ネット時代の著作権法に関する課題の中では、ネットワーク上で違法

に流通するコンテンツへの対策も、大きな要素として位置付けられている。 
この点に関しては、著作権分科会に対しても、ネットワークを介した著作物等の利

用行為について、関連する権利は設定されていても、権利追及の困難性等のために別

の場面での行為に着目しなければその権利の実効性が確保できないとの観点から、著

作権法改正要望が寄せられており１３、その動向の中にも同様の視点が表れている。 
 

○ 19 年度中間まとめでも整理しているように、「経済財政改革の基本方針 2007」に

おいて整備が求められている「デジタルコンテンツ流通促進法制」は、違法流通も含

めた単なるインターネット上での流通量を問題としているのではなく、ビジネスとし

てのコンテンツ流通の促進を求めるとの視点を取っているため、このような観点から

は、権利者が安心してインターネットにコンテンツを提供するための環境整備も、「デ

ジタルコンテンツ流通促進法制」の要素の一つとして考えていくことが適当である。 
 
 
４ 検討結果 
 

以上考察してきたように、「デジタルコンテンツ流通促進法制」として問題意識を

持たれている課題には、複数の検討の観点が含まれており、それに関連する改正事項

も非常に多岐にわたっている。また、権利制限規定の切り口の見直しなど、今後新た

に検討すべき改正事項が生じる可能性のある問題もある。 
本小委員会としては、このように、この課題をより広く捉える観点から、「デジタ

ルコンテンツ流通促進法制」については、本節２（３）で触れた事項について、まず、

速やかに実現に移されるべきであると考えるとともに、今後とも必要な問題について

は、知的財産戦略本部等における検討の動向も踏まえ、検討を続けることが適当であ

る。 
 

                                            
１３ 例えば、インターネットオークション等を利用した違法複製物の販売を抑止するためには、譲渡権に基づく権利行使で

は不十分であるとの理由で、販売の前段階の譲渡告知行為を権利侵害とみなすよう法改正要望が寄せられており、平成19

年度に本小委員会で検討している。 
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第２節 私的使用目的の複製の見直しについて 

 
 
１ これまでの検討の経緯 
 
（１） 平成 19 年までの検討 
 

昭和 45 年の現行著作権法では、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた

範囲内において使用することを目的とする複製（以下「私的複製」という。）につい

ては、実際上家庭内の行為について規制することは困難である一方、零細な複製であ

り、著作権者等の経済的利益を不当に害することがないと考えられたため、著作物を

複製することができるとされている（第 30 条第 1 項及び第 102 条第 1 項）。 
他方、その後、技術革新を踏まえ、私的複製の範囲として権利制限を認めておくこ

とが不適切と考えられる事項については、適宜、その範囲の見直しを行ってきてお

り、近年では複製・通信技術の発達により、特に、インターネットを通じた著作物

等の交換・共有等により、私的領域においても、大量かつ広範な複製が可能となっ

ている。また、私的領域であっても、契約や著作権保護技術を通じた権利者の利益

の確保が可能な場合も生じてきている。 
このような背景の下で、関係者からの著作権法改正に係る要望事項を踏まえて取り

まとめられた「著作権法に関する今後の検討課題」（平成 17 年１月 24 日文化審議

会著作権分科会）では、「条約上の制約や私的使用目的の複製の実態を踏まえて、

認められる範囲の明確化など、私的使用目的の複製の見直しに関して検討する」と

された。 
さらに、これに基づき行われた検討では、平成 19 年１月の著作権分科会報告書に

おいて、 

Ａ 私的複製と契約や著作権保護技術との関係、 

Ｂ 私的録音録画補償金制度、 

Ｃ 違法複製物等の扱い 

について、私的録音録画小委員会において検討を進めることが適切であり、本小委

員会としては、当該検討の状況を見守り、その結論を踏まえて、必要に応じて、私

的複製の在り方全般について検討を行うことが適当とされた。 

 
（２） 私的録音録画小委員会の整理及びその後の検討 
 

○ 私的複製の見直しについては、その後、録音・録画について私的録音録画小委員

会において検討が進められており、同小委員会の検討経過として、平成 19 年 10 月

の「私的録音録画小委員会・中間整理」や、その後の国民からの意見募集において

利用者保護に関する懸念が示されたこと等を経て、以下のとおり論点整理がなされ

ている。 
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●「著作権法第30条の適用範囲の見直しに関する論点の整理について」 

（平成19年12月 18日私的録音録画小委員会・配付資料）

 

１ 違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い 

（１）改正の必要性 

① これらの利用は、一般に通常の流通を妨げる利用であり、国際条約、先進諸国の動

向等を勘案すれば、第３０条の適用対象外とする方向で対応すべきと考えられるがど

うか。 

② ファイル交換ソフトによる違法配信からの録音録画については、違法な送信可能化

や自動公衆送信を行う者を特定するのが困難な場合があり、送信可能化権や公衆送信

権では充分対応できないと考えられるがどうか。 

（２）利用者保護 

ダウンロードした利用者の保護については、次のような措置により、充分対応可能と考

えられるがどうか。 

ア 仮に法改正された場合における法改正内容等の周知徹底（政府、権利者） 

イ 権利者が許諾したコンテンツを扱うサイト等に関する情報の提供、警告・執行方法

の手順に関する周知、相談窓口の設置など（権利者）（詐欺的行為の防止にも効果あ

り） 

ウ 適法マークの推進（権利者） 

なお、法執行については、仮に民事訴訟を提起する場合においても、立証責任は権利者

側にあるので、実務上は権利者は利用者に警告をした上で法的措置を行うので、利用者が

著しく不安定な立場に置かれ保護に欠けることにはならはない（法律においても、例えば

違法複製物等からの録音録画であることを知って行う場合に限定することとしている）と

考えられるがどうか。 

（３）キャッシュの取扱い 

ストリーミングに伴うキャッシュについては、著作権分科会報告書（平成 18 年 1 月）

における一時的固定に関する議論の内容等を踏まえた上で、必要に応じ法改正すれば問題

がないと考えられるがどうか。 

（４）適用対象外の範囲 

コンピュータソフトについては、ダウンロード被害が大きいと言われるが、第 30 条の

適用対象外にすべきであるとの意見についてどのように考えるか。 

 

２ 適法配信事業から入手した著作物等の録音物・録画物からの私的録音録画等 

（１）配信事業に限らず契約で対応できる利用形態については契約に委ね、将来に向かって

諸条件が整った利用形態については、第 30 条は縮小する方向で考えるということでよ

いか。 

（２）レンタル店から借りた音楽 CD の録音や有料放送を受信して行う録画については、契
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約環境が整っていない等の問題があることから、直ちに第 30 条の適用除外にすることは

困難と考えられるので、将来の課題とすることでどうか。 

 

○ 本課題の検討の対象については、理論的には、私的録音・録画の分野のみに必然

的に限定される性質のものとは言えないことから、平成 19 年 1 月の著作権分科会

報告書においても、「私的録音・録画に関する私的録音録画小委員会における検討

の状況を見守り、その結論を踏まえ、必要に応じて、私的複製の在り方全般につい

て検討を行うことが適当」とされていた。 

  また、昨年 10 月 12 日の著作権分科会やその後の意見募集においては、違法複製

物や違法配信からの複製については、ゲームソフトやビジネスソフトの被害による

権利者の不利益も顕在化しているとして、私的複製の範囲の見直しの検討の対象を

録音・録画に限定せず、著作物全体を対象として議論を行うべきとの指摘もあった。 

 

○ このことを踏まえ、本小委員会としては、録音・録画以外にも、例えばプログラ

ムの著作物等に関して同様の検討が必要であるか等について、次のように整理を行

った上で、主として以下のⅱ）の課題について検討を行うこととした。 

 

ⅰ）適法配信事業者から入手した複製物からの私的複製の取扱いについては、現在

のところ、関係者からは、録音・録画以外の分野について検討を求める要請は寄

せられていない。また、私的録音録画小委員会における検討の経緯を踏まえれば、

この課題は、Ａ・私的複製と契約や著作権保護技術との関係、Ｂ・私的録音録画

補償金制度との関連から検討が進められた事項であると考えられ、補償金制度の

ある録音・録画の分野と、それ以外の私的複製の分野においては、背景事情に差

があると考えられる。 
 

ⅱ）違法複製物又は違法配信からの私的複製の取扱い（上記Ｃ）については、まず

は、プログラムの著作物等の私的複製の実態がどのようになっているのか、関係

者からの意見聴取により実態を把握した上で、考える必要がある。 
 
 
２ プログラムの著作物等の取扱いについて 
 
（１） プログラムの著作物の私的複製についての過去の検討 
 

○ プログラムの著作物については、上記のような私的複製の範囲の見直しについての

検討経緯に加え、プログラムの著作物の利用についての権利制限規定の在り方との観

点から、過去にも検討されている１４。その際には、 
・ プログラムは、通常デジタル方式で記録されているため極めて簡単にオリジナ

                                            
１４ コンピュータ・プログラムに係る著作権問題に関する調査研究協力者会議報告書（平成6年5 月） 
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ルと全く同じものを複製することができるために、私的使用であってもその複製

により著作権者の利益を侵害するとの問題と、 
・ プログラムについては、第 47 条の 2 第 1 項によりプログラムの複製物の所有

者がそれを自らコンピュータにおいて利用するために必要な限度において複製

又は翻案することが認められており、第 47 条の 2 第 1 項によっては認められな

いが第 30 条第 1 項によって認められる可能性がある事例１５についてまで、権利

者の許諾なく私的に複製することができることとする妥当性があるか 
との観点から検討が行われている。 

 
○ このときの検討では、この問題について何らかの制度上の対応が必要であるとの認

識では概ね一致しているものの、具体的な対応の在り方については、プログラムのみ

でなく他のデジタル化された著作物に共通する問題に特に留意して総合的に検討す

る必要があるとの理由から、さらに審議会において関係者からの意見を聴取しつつ検

討することが適当とされている。 
 
（２） 被害の現状等 
 

    本小委員会では、まず、私的複製の範囲の見直しが必要かどうかの前提を検討す

る観点から、プログラムの著作物についての私的複製の実態について、社団法人コ

ンピュータソフトウェア著作権協会（以下「ACCS」という。）から状況の聴取を

行った。ACCS によれば、プログラムの著作物を初めとする著作物のファイル交換

の実態等については、次のとおりである。 

 

① ファイル共有ソフトを通じた流通について 

ACCS、社団法人日本レコード協会及び日本国際映画著作権協会の行った調査１６

によれば、調査日における 24 時間にファイル共有ソフトWinny を通じて流通して

いたファイルの中からランダムに抽出した約 20,000 ファイルのうち、約 3％がプロ

グラム関連ファイルであった。その他の分野では、映像関連ファイルが 19％、音楽

関連ファイルが 13％、書籍関連ファイルが 9％であった。また、これらのファイル

の大半が権利者の許諾なく流通されていると推測される旨報告された。 
併せて、特に Winny のような仕様のファイル共有ソフトを通じて行われるファ

イルの流通においては、ファイルの送信可能化行為が、そのユーザーの意思に基づ

くものなのか、「中継」と呼ばれる機能によって自動的に行われるものなのかの判

別が困難である、との報告があった。 
 

                                            
１５

 例えば、次のような事例が例示されている。個人が複数台のコンピュータを所有して（デスクトップ、ポータブルな

ど）、それぞれにプログラムをインストールすること、ごく親しい友人等からプログラムを借りて私的使用のために複製

すること、購入したプログラムを私的使用のために複製した後、中古品として売却すること。 
１６ 「インターネット上で流通している違法コンテンツの実態について」（法制問題小委員会（第8期第１回・平成20年 
3月 24日）ACCS提出資料より） 
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また、プログラム関連ファイルのうち、特にゲームソフトについては、上記と別

の調査日における 24 時間において、NintendoDS 用ゲーム ROM プログラム（以

下「NDS ソフト」という。）の流通量を調べたところ、NDS ソフトのファイルと

思われるものが、27 万 5,979 ファイル（１つのファイル内に複数ソフトが含まれて

いるものもあるため、ソフト数に換算すると 185 万 7,988 本、また、種類では、国

内で販売されている NDS ソフトの全種類がダウンロード可能）が流通している旨

が報告された。これを金額に換算すると 59 億 4,556 万 1,600 円相当であり、この

額は国内の NDS ソフト出荷額 1,314 億 5,900 万円（2007 年間）の約 4.5％に当た

る金額とのことである１７。 
 

  ② アップロードwebサイトを通じた流通 

また、ファイル共有ソフト以外の違法コンテンツ流通の実態としては、ゲームソ

フトなどのファイルのアップロード web サイトがアジアやヨーロッパのサーバー

に設置されていることが確認されており、日本からもアクセス可能な状態におかれ

ている旨報告された１８。 

 
（３） プログラムの著作物についての検討の整理 
 

 上記の状況を踏まえ、私的複製の範囲の見直しにあたって、プログラムの違法複製

物等からの複製をどのように取り扱うべきかについて、本小委員会では、私的録音録

画小委員会の検討における、①改正の必要性、②利用者保護の観点に照らし、次のよ

うに整理を行った。 
 

① 改正の必要性について 
ア 違法複製物等の流通量及び権利者の不利益の状況について 

ACCSから報告されたファイル共有ソフトを通じた著作物の流通割合を見ると、

音楽・映像関連と比べ、プログラム関連等については、全体の中でのパーセンテ

ージにすると、相当の差が見られる。この点、プログラムに係る私的複製による

権利者の不利益の状況については、NDS ソフト流通状況を踏まえる前の段階で

は、以下のような趣旨の意見があった。 
     ・ 全体の 3％に当たるプログラム関連のファイルは、数字として少ないよう

に思われるが、どの程度の経済的価値を有するのか。 
・ プログラムやゲームのマーケットにとって、どのような損害や影響が有る

のかが示されるべき。 
 

一方、ACCS からは、以下のような趣旨の説明もなされている。 
                                            
１７  「インターネット上で流通している違法コンテンツの実態について（追補）」（法制問題小委員会（第8 期第8 回・

平成20年 9月4 日）ACCS提出資料より）。金額については、平均小売単価3,200円をもとに算出されている。 
１８ 前掲注16より。また、前掲注17によれば、NDSソフトについて、海外の7サイトから、全世界で1億 1194万7888
のダウンロードが行われているとのこと。（2007年 12月時点） 
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     ・ 流通しているファイルには現在外貨を獲得している重要な価値を持つもの

がある。ダウンロード利用されれば、正規ビジネスも抑制されることになる。 
・ ファイル数では 3％に過ぎないが、１つのファイルに 100 のゲームがまと

めてある場合もあり、著作物の数の総体を比べれば、少ない数字ではない。

（この点、NDS ソフトの流通状況について前述のとおり） 
・ コンピュータソフトウェアはその販売でしか収入が上がらないため、流通

形態が豊富な映画等とは異なる。 
   

これらの意見を踏まえると、現時点で、プログラムの著作物等については、

権利者の不利益の存在があると推察されるものの、著作物の通常の流通を妨げ

る利用実態と言うべき実態かどうか、今後、評価を要するものと考えられる。 
 

イ 違法複製物等の流通形態について 
     録音・録画分野における違法複製物等の流通実態としては、ファイル交換ソフ

トの他に、着うたのダウンロードサイトなど、ユーザーが違法複製物のアップロ

ードを行う形態のサイトからの著作物の違法複製の実態について、調査結果とと

もに報告されている１９。 
他方、プログラムの著作物等については、海外での実態について報告はあるも

のの、国内で同様の形態での流通実態があるかどうかについては、現時点では必

ずしも詳細が明確にはなっていないと思われる。 
 
 ② 利用者保護について 

前述のとおり、私的録音録画小委員会では、第 30 条の改正を行う際には、利用

者保護対策を措置すべきとしており、その中では、 
・ 権利者が許諾したコンテンツを扱うサイト等に関する情報の提供、警告・執

行方法の手順に関する周知、相談窓口の設置など 
・ 適法マークの推進 

といった対応を権利者が行うこととされている。 
    これについては、録音・録画の分野においては、例えば、社団法人日本レコード

協会が、適法な音楽配信事業者であることを識別するための「エルマーク」を導入

するとともに２０、エルマーク配布先である当該事業者に関する情報をHPに掲載し、

利用者への情報提供に努めるなど、その取組が進められている。 
 

一方、プログラムの著作物等については、現時点では、そのような利用者保護の

取組が十分に進められているとの状況は確認されていない。 
この点については、例えば、ネットワークを通じた配信事業が存在しないような

                                            
１９ 「違法な形態電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査【2007年版】」（2007年12月25日、社団法人日本

レコード協会）（私的録音録画小委員会（第8期第１回・平成20年 4月3日）配布資料より） 
２０ 「識別マーク（呼称：エルマーク）概要説明資料」（法制問題小委員会（第8期第1回・平成20年3月24日）配布

資料より） 
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場合には、適法なものと違法なものとを識別するマーク等を用意するまでもなく違

法であることが確認できる等の考え方もあり得ないことではないが、仮にプログラ

ムの著作物を対象とするのであれば、特定の種類のゲームソフトのみでなく、ビジ

ネスソフト等も含めたプログラム全体について、その状況を勘案する必要があると

思われる。 
 
 
３ 検討結果 
 

 以上のように、本小委員会としては、私的録音録画小委員会の検討の成果を踏まえ

ることを基本としつつも、この課題が、理論的には録音・録画に限定される問題では

ないことを踏まえ、録音・録画以外の著作物の私的複製について、それと同様の取扱

いとすべきかどうかを主として検討してきた。この点に関しては、プログラムの著作

物（特にゲームプログラム）について関係者からの要望が強く寄せられており、現在

のところ、違法複製物からの複製の実態が相当量にのぼっていることが報告されてい

る状況にある。その他の分野の著作物については、現在のところ大きな要望は寄せら

れていない。 
  一方、私的録音録画小委員会における検討は、私的録音録画補償金制度の見直しを

主たる検討事項としている中で行われてきた経緯があり、私的複製の範囲の見直し以

外の検討事項も含めた同小委員会全体の取りまとめが行われていないことから、これ

らの検討事項間の関係をどのように考えていくのか、同小委員会の検討の方向性も踏

まえるべきものと考えられる。 
プログラムの著作物等の他の著作物の取扱いについては、このような周辺状況も勘

案しながら、また利用者に混乱を生じさせないとの観点にも配意して、場合によって

は、検討の熟度に応じて段階的に最終的な取扱いを判断していくことも視野に入れつ

つ検討を行っていくことが適当と考える。 
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【参照条文：私的複製に関する国際条約及び諸外国の立法例】 

 

○文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 

 

第9条〔複製権〕 

(1) 文学的及び美術的著作物の著作者でこの条約によつて保護されるものは、それらの著物の複製

（その方法及び形式のいかんを問わない。）を許諾する排他的権利を享有する。 

(2) 特別の場合について(1)の著作物の複製を認める権能は、同盟国の立法に留保される。 

ただし、そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を

不当に害しないことを条件とする。 

(3) 録音及び録画は、この条約の適用上、複製とみなす。 

 

 

○フランス著作権法２１ 

 

第122の5条 著作物が公表された場合には､ 著作者は､ 次の各号に掲げることを禁止することがで

きない｡ 

 (2) 複写する者の私的使用に厳密に当てられる複写又は複製であって､ 集団的使用を意図されな

いもの｡ ただし､ 原著作物が創作された目的と同一の目的のために使用されることを意図される

美術の著作物の複写及び第122の6の1条第3項に規定する条件において作成される保全コピー

以外のソフトウェアの複写並びに電子データベースの複写又は複製を除く｡ 

 

第211の3条 この章において創設される権利の受益者は､ 次の各号に掲げることを禁止することが

できない｡ 

 (2) 複製を行う者の私的使用に厳密に当てられる複製であって､ 集団的使用を意図されないもの 

 

 

○ドイツ著作権法２２ 

 

第53条 私的及びその他の自己の使用のための複製 

(1) 自然人が、私的使用のために、支持物には係わらず著作物を少量複製することは、その複製が直

接的であるか又は間接的であるかを問わず営利を目的としない場合であって、その複製のために明

らかに違法に製作され、又は公衆提供された原本が用いられないものと認められるときは、許され

る。この複製について権限を有する者は、複製が無償で行われ、又は複製が任意の写真製版の方法

その他類似の効果を有する方法を用いて紙若しくは類似の支持物に行われるものと認められる場合

には、その複製物を他人に製作させることもできる。 

                                            
２１

 大山幸房訳「外国著作権法令集(30)-フランス編-」（(社)著作権情報センター, 2001年） 
２２

 本山雅弘訳「外国著作権法令集(37)-ドイツ編-」（(社)著作権情報センター, 2007年）、本山雅弘著「ドイツ著作権法

改正（第二バスケット）〔前・後編〕」（(社)著作権情報センター, 2008年2、4月 コピライトno.562, 564）より 
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 (2) 著作物の複製物の少量を製作し又は製作させることは、次の各号に掲げる目的に応じ、それぞれ

当該各号に定める条件に従う場合には、許される。  

1． 自己の学術的使用に供するため 複製がその目的上必要と認められる場合にかぎる。  

2． 自己の保存文書に収録するため 複製がその目的上必要であって、複製のための原本として自

己の著作物現品が使用されるものと認められる場合にかぎる。  

3． 時事問題に関する自己の情報収集のため 放送によって送信された著作物について複製が行わ

れる場合。  

4． その他の自己の使用に供するため  

    a） 発行された著作物の小部分について、又は新聞若しくは雑誌において発行されている編集構

成物の少量について複製が行われる場合。  

b） 少なくとも2年前から絶版となっている著作物について複製が行われる場合。  

第１文第２号の場合においては、次の各号のいずれかに加えて掲げるときにかぎり、許される。  

1． 複製が、任意の写真製版の方法その他類似の効果を有する方法を用いて、紙又は類似の支持物

に行われるとき。  

2． 専らアナログによる使用が行われるとき。  

3． 保存文書が、直接的であるか又は間接的であるかを問わず、経済的又は営利の目的を追求しな

いとき。  

第１文第３号及び第４号の場合においては、第２文第１号又は第２号の要件のいずれかが加えて存

するときにかぎり、許される。 

(3) 次の各号のいずれかに掲げる目的のため、著作物の小部分、わずかな分量からなる著作物又は新

聞若しくは雑誌において発行され若しくは公衆提供された編集構成物の少量について、その複製物

を製作し又は製作させることは、複製がその目的上必要な場合にかぎり、許される。学校における

授業の使用に特定された著作物を複製することは、常に権限を有する者の同意がある場合にのみ許

される。 

1． 学校の授業、養成及び研修教育に関する非営利施設並びに職業教育に関する施設において授業

を解説することを目的として、一つのクラスのために必要とされる部数だけ、その自己の使用に

供するため 

2． 国家試験、並びに、学校、大学、養成及び研修教育に関する非営利施設並びに職業教育に関す

る施設における試験のために、必要とされる部数だけ、その自己の使用に供するため 

 (4) 次に掲げるものの複製は、その複製が筆写によらずに行われる場合にあっては、常に権限を有す

る者の同意を得たときにのみ許されるものとし、その他、第２項第２号の要件が充たされるときに、

又は少なくとも２年前から絶版となっている書籍又は雑誌の著作物について自己の使用に供するた

めに、許されるものとする。  

a） 音楽の著作物の文字記号による採譜物  

b） 書籍又は雑誌で、実質的に完全複製が行われるもの  

(5) 第１項、第２項第２号から第４号まで及び第３項第２号は、データベースの著作物で、その素材

が電子的手段を用いて個別に使用可能であるものには適用しない。第２項第１号及び第３項第１号

は、学術的使用及び授業における使用が業として行われるものでないことを条件として、当該デー

タベースの著作物に適用する。 

 (6) 複製物は、頒布し、又は公衆への再生のために使用してはならない。ただし、新聞及び絶版の著
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作物について適法に製作された複製物、並びに著作物現品でその小規模な損壊又は滅失の部分が複

製物によって補修されているものを貸出すことは、許される。 

 (7) 著作物の公衆への口述、上演・演奏又は上映を録画物又はレコードに収録すること、造形美術の

著作物の設計図及び下図を実施すること、並びに建築の著作物を模造することは、常に権限を有す

る者の同意を得た場合にかぎり、許される。 

 

 

○アメリカ著作権法２３ 

 

第107条 排他的権利の制限：フェア・ユース  

第 106 条および第 106A 条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授（教室における

使用のために複数のコピーを作成する行為を含む）、研究または調査等を目的とする著作権のある著

作物のフェア・ユース（コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含

む）は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考

慮すべき要素は、以下のものを含む。 

(1) 使用の目的および性質（使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む） 

(2) 著作権のある著作物の性質。 

   (3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。 

(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。 

上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自

体は、かかる認定を妨げない。 

 

                                            
２３ 山本隆司・増田雅子共訳「外国著作権法令集(29)-アメリカ編-」（(社)著作権情報センター,2000年） 
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第３節 リバース・エンジニアリングに係る法的課題について 

 
 
１ 問題の所在 
 

○ コンピュータ・プログラムのいわゆる「リバース・エンジニアリング２４」につい

ては、プログラムの調査・解析を行う過程で複製・翻案を伴う場合があり、このよ

うな場合における当該行為の法的位置付けが問題となる。 
本課題については、過去にも、平成 5 年から 6 年にかけて文化庁に設置されたコ

ンピュータ・プログラムに係る著作権問題に関する調査研究協力者会議（以下「協

力者会議」という。）においてその問題の所在及び論点について検討されたが、技術・

産業の実態等や国際的な動向を見極める必要性から、「今後の国内外の状況の進展に

応じあらためて検討を行うことが適当」とされていた２５。 
 
○ この点、政府の知的財産戦略本部においては、リバース・エンジニアリングの過程

での著作権侵害の可能性が、脆弱性の調査・修正のためのプログラム解析等に萎縮効

果を及ぼしているとの指摘があり、欧米における立法状況及びその運用状況等にふれ

た上で、革新的ソフトウェアの開発や情報セキュリティの確保の観点から、対応の必

要性について提言されている。 
 

●「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について＜検討経過報告＞」（平成２０年

５月２９日、デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会） 

 
４．早急に対応すべき課題について 

（４）コンピュータ・プログラムのリバース・エンジニアリングの適法化 

技術の発展のためには、他者の製品を解析し、そこから技術を習得するリバース・エンジ

ニアリングが不可欠である。このため、産業財産権法制ではリバース・エンジニアリングに

必要な権利制限について規定している（特許法第６９条第１項等）。 
しかしながら、コンピュータ・プログラムについては、リバース・エンジニアリングの過

程で生じる複製や翻案が著作権法侵害に当たるおそれがあるため、プログラムの脆弱性の調

査・修正のためのプログラム解析等に相当程度の萎縮効果が働いている。 
他方、欧米においては、フェアユース規定等に基づき、相互運用性確保のためのリバース・

エンジニアリングは権利侵害に当たらないとされ、かつ、プログラムの脆弱性の調査・修正

のためのプログラム解析も広く行われており、現状を放置したままでは、革新的ソフトウェ

                                            
２４ 「リバース・エンジニアリング」の語は、既存の製品を調査・解析してその構造や製造方法などの技術を探知すると

ともに、その結果を利用して新しい製品を開発することまで指して用いられることもあるが、ここでは、既存のプログラ

ムの「調査・解析」の意味を指すものとして取り扱うこととする。 
２５ 「コンピュータ・プログラムに係る著作権問題に関する調査研究協力者会議報告書―既存プログラムの調査・解析等

について―」（平成6年 5月、文化庁） 
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アの開発や情報セキュリティ確保に当たって我が国の著作権法がその障害となりかねない。

我が国の主要な情報産業事業者が加盟する（社）電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）から

も「知的財産推進計画２００８」の策定に当たってリバース・エンジニアリングを広範に認

めるべき 2との意見が提出されている。 
 

相互運用性や情報セキュリティの確保のためのコンピュータ・プログラムのリバ

ース・エンジニアリングに必要な範囲において、その過程で生じる複製・翻案を

行うことができるよう早急に法的措置を講ずるべきである。 
 
2 本年４月に「プログラムの研究・開発、性能の検証、バグの発見・修正、相互運用性確保等を目的として

行う当該プログラムの複製・翻案を可能とするための権利制限規定につき積極的な検討がなされるべき」とい

う意見が提出された。 

 

●「知的財産推進計画２００８－世界を睨んだ知財戦略の強化－」（２００８年６月１８日、知

的財産戦略本部）（抜粋） 

 

第４章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり 
Ⅰ．デジタル・ネット時代に対応したコンテンツ大国を実現する 
１．デジタル・ネット環境をいかした新しいビジネスへの挑戦を促進する 
（２）新しいビジネス展開に関わる法的課題を解決する  
⑤リバース・エンジニアリングに係る法的課題を解決する 

革新的ソフトウェアの開発や情報セキュリティの確保に必要な範囲において、コンピュ

ータ・ソフトウェアのリバース・エンジニアリングの過程で生じる複製・翻案を行うこと

ができるよう２００８年度中に法的措置を講ずる。 
 

○ また、リバース・エンジニアリングについては、関係団体から、次のように問題認

識及び法改正要望が示された。 

 

・ 人間が表現を感得することが困難なコンピュータ・プログラムにおいては、そ

の表現や思想・感情を感得するために、一定レベルのリバース・エンジニアリング

行為は許容されるべき。（社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）） 

 

・ リバース・エンジニアリングの適法性が明確になっていないため、セキュリテ

ィ企業等にとって相当の萎縮効果が働いている。①革新的なプログラムの研究開発、

②性能、機能の調査、③障害等の発見・保守、④情報セキュリティ対策、⑤互換性

の確保、⑥著作権侵害の調査、発見、を主な目的とするリバース・エンジニアリン

グは一定の条件で認めるべき。著作権法はアイディアを保護しないとの原則に立っ

て、実質的に類似する模倣プログラムや市場で競合するプログラムの開発により著

作権者の利益を不当に害しないための条件をどうするかとの観点で検討すべき。 
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悪意を持って脆弱性を攻撃してくるプログラムの開発期間は年々短期化してお

り、迅速かつ正確な脆弱性解析のためのリバース・エンジニアリングの必要性が

高まっている。（独立行政法人情報処理推進機構（IPA）） 

 

・ 萎縮効果やインセンティブが働かないといったことからリバース・エンジニア

リングの問題について検討してほしいと意見を寄せられたことはない。ただし、①

相互接続性、互換性の確保目的、②脆弱性の確認（セキュリティ・チェック）、③

著作権侵害行為の発見目的、④主として著作権侵害に供されるソフトウェアの機能

性能調査など、公正な目的で行うものについては権利制限を受けることは許容され

るのではないか。（社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）） 

 

・ 権利制限が不可欠との事情は生じていない。権利制限を設けることによりかえ

って新規ソフトウェア製品の開発及び普及を妨げるおそれもある。契約を越えて権

利制限で対応しなければならないことがあるか否かには疑問もあり、必要性につい

て十分に検証すべき。どうしても必要であるとの事情がある場合でも、相互運用性

の達成という限定された目的等の例外的な状況においてのみ認められるべき。（ビ

ジネスソフトウェアアライアンス（BSA）） 

      

 
２ 検討結果 
 
（１） 検討の前提 

 

この問題については、基本的には平成 6 年の協力者会議において、概ね必要な検

討が行われており、本小委員会としては、この協力者会議の報告書を基礎としつつ、

その後の状況の変化を加味して、法改正の必要性、仮に権利制限を行うとした場合

の要件等について検討を行うこととした。 

なお、上記報告書の後の状況の変化としては、前述のように、国際的に見ても、

リバース・エンジニアリングの取扱いに関して大きな議論が存在する状況ではなく

なってきていること、脆弱性解析の必要性が高まっていること等が指摘されている。 

 

（２） 現行法下での対応の可能性 

 

○ 我が国の著作権法において、プログラムの調査・解析する場合に、一定の形態で

調査・解析を行う場合には複製又は翻案に当たる可能性があると考えられる２６。 

現行法では、プログラムに関する権利制限規定として第 47 条の 2 があり、一定

                                            
２６ 前掲注25の協力者会議の報告書では、メモリダンプ（主記憶装置上に記録されたプログラムやデータの一部を印刷し

たり、ディスプレイ上に表示し、調査する行為）、逆アセンブル・逆コンパイル（調査対象のオブジェクト・プログラム

を、アセンブラ言語やコンパイラ言語の形式でのソース・プログラムに近い状況に変換し、調査する行為）、ソース・プ

ログラムの調査の際に、著作権法上問題となり得る複製、翻案行為が存在する場合があるとしている。 
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程度のプログラムの調査・解析は可能な場合があると考えられるが、同条は自らが

プログラムをコンピュータにおいて利用するのに必要な限度でのみ認められる利用

であり、プログラムの実行に必要な限度を超えた複製、翻案が存在する場合には同

条では対応できないものと考えられる２７。 

 

○ また、契約による対応については、それで対応が可能な範囲があることも確かで

あるが、世界中に無数に存在するプログラム開発会社との間で、契約ですべてうま

くいくのか、事件が起きていないというだけであって理論的には違法の状態ではな

いかなど、その実効性について疑問とする意見があった。 

 

（３） 権利制限についての考え方 

 

① 権利制限を認める範囲についての見解 

平成 6 年の協力者会議の報告書では、プログラムの調査・解析について権利制限

規定を設けるかどうかについて、以下のような４つの考え方が示されている。 

 

1) 調査・解析一般について権利制限規定を設けるべきであり、調査・解析の目

的は特定すべきでない 

2) 調査・解析について権利制限規定を設けるべきであるが、競合プログラム等

の特定の目的の場合には許されないこととすべき 

3) 相互運用性、エラー修正等の一定の許容される目的のための調査・解析に限

って、権利制限規定を設けるべき 

4) 調査・解析について権利制限規定を設ける必要はない 

 

このような意見の相違は、上記の関係団体からの見解に照らせば、現状でも同様

の状況があるとの前提で考えてよいものと思われる。 

 

  ② 権利制限の根拠についての見解 

○ このような考え方の相違は、プログラムの調査・解析について権利制限を設ける

べき根拠についての考え方の相違から生じているものと考えられるが、リバース・

エンジニアリングについて権利制限をすべきとの考え方の根拠となるものは次のよ

うな考え方であると思われる。 

Ａ-1） 現行の著作権法は、著作物の視聴行為自体には権利を及ぼしていない一方、

プログラムの場合、通常の著作物とは異なり、そのままの形では表現を見る

ことができないため、通常の著作物と同じようにその表現を見るための過程

で行われる著作物の利用行為については、権利を及ぼすべきではないとの考

え方、 

                                            
２７

 前掲注25の協力者会議の報告書では、相互運用性の達成のためなどに調査・解析を行う場合には、同条の規定は適用

され得ないのではないかとの指摘があった旨が記述されている。 
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Ａ-2）また、同様に著作権は、アイディアを保護するものではないため、著作物

からアイディアを抽出する過程の著作物の利用行為についても権利を及ぼす

べきではないとの考え方 

Ａ-3）さらに、障害等の発見、セキュリティ対策、相互運用性の確保など特定の

目的のための場合には、ユーザーの立場としてプログラムを利用する上で必

要な行為であるとの観点から権利制限すべきとの考え方 

 

 一方で、このような考え方に対して、権利制限を抑制的にすべきとの考え方もあり、

それについては次のような考え方に基づいていると考えられる。 

Ｂ）プログラムの場合、通常の著作物と異なり、著作物の効用を享受することと

は、表現を見ることではなくプログラムの機能を享受することであり、表現を

見る必要はない一方、表現を見ること等は、その後の模倣等の様々な利用を容

易にする可能性があり、ひいては先行的な技術開発のインセンティブを損なう

ことになるのではないかとの考え方２８ 

 

○ このＢの考え方については、このような考え方を採用して権利制限を抑制的に考

えることの合理性について、次のように意見があった。 

・ その後の模倣は当然に著作権侵害になるのでありこの場面で考えることでは

ないのではないか。 

・ 著作物を世の中に発表するときに、どのような言語形式、表現形式で出して

いくかは著作者の自由であり、特定の形式（誰もが理解できる状態）で見せる

義務、必要性はないということが、この主張の論拠となっているのではないか。 

・ 結果として著作権法がアイディアを保護するとの考え方につながる考え方で

あり、その是非を論じるべき。 

・ アイディアを、無方式主義の著作権で保護することになる場合には、厳格な

審査がある特許権による保護との関係を考える必要が生じるし、著作権法全体

の体系の問題にも関わってくる問題になる。 

・ 排他的権利を考える上で、公正な競争が確保されるかとの考え方もあるべき

ではないか。 
 

○ 結局のところ、前述のリバース・エンジニアリングをどの範囲まで認めていくか

についての見解の相違は、まさに上記のＢの論拠をめぐる議論とも重なるが、 

ａ 理解しにくい形式で発表されたプログラムを理解できるように変換すること

に関して、表現を見ることは、何ら規制を受けることなく本来自由に行えるは

ずの行為であるとの考え方を優先するか、 

ｂ それとも、著作物を世の中に発表するときに、どのような表現形式を選択す

るかについては本来著作権者の自由であり、理解できる形式としなければなら

                                            
２８ 前掲注 25の協力者会議の報告書では、競合品の開発を除いて認めるとの2)の立場からは、先行的な技術開発のインセ

ンティブを守るとの要請、一定の場合に限定するとの3)の立場からは、権利制限は必要最小限の範囲にとどめるべきであ

り、正当な目的の調査・解析に限って許容すべきこと、がそれぞれの立場における範囲の限定根拠とされている。 



 26

ないとの義務までは課されていないとの考え方を優先するか 

との２つの自由の間の調整についての考え方の違いであり、そして、どちらを優先

すべきかを考える上では、 

    ・ 現実には、ｂの自由の要請を徹底した場合には、著作権によって形式の変換

が禁じられるとの結果が生じる中では、プログラムが理解しにくい形式で発表

されたときには、権利者に表現形式の選択の自由があるとの状態を超えて、結

果として、表現を理解されないようにする権利が与えられたのと同じ状態にな

りかねないこと 

 ・ 一方で、ａの自由の要請については、プログラムの著作物の場合には、プロ

グラムの機能が享受できれば支障はなく、一般に、プログラムの記述そのもの

を理解できるようにする必要性があるとは限らず、目的によってプログラムの

記述そのものを理解する必要性には強弱がある可能性があること、 

この２つの要素をどのように考えるかが、判断要素になってくると考えられる２９。 

なお、検討に当たっては、特に、結果として著作権がアイディアの独占を許し社

会的に不当な状況が生じることのないようにする観点にも留意が必要と考えられる。 

 

（４） 権利制限を許容すべき目的の範囲について 

 

権利制限を許容すべき目的に関しては、具体的には、改正要望の中では、リバー

ス・エンジニアリングの目的として、次のような事項に言及があったが、 

・ 性能、機能そのものの調査 

・ 著作権侵害、特許権侵害の調査 

・ 障害等の発見 

・ 脆弱性の確認、セキュリティの確保 

・ ウィルス作成等、悪意ある目的のための解析  

・ 相互運用性の確保 

・ 競合プログラム３０の開発 

・ 模倣（類似プログラム３１の開発） 

・ 革新的なプログラムの開発 

これらの事項のうちには、行為者の意図は異なるものの行為としては同じ行為であ

るものも並列で列挙されており、本小委員会としては、とりあえず同様の行為が含ま

れるものについて次のように行為の性質に着目して整理して検討しつつ、その要件を

検討する際に、改めてその違いに着目することとした。また、諸外国でも立法例のあ

                                            
２９

 前掲注25の協力者会議の報告書でも、リバース・エンジニアリングをどの範囲で認めていくかについては、アイディ

ア抽出のための解析の過程で行われる複製・翻案を認める合理的な実際上の必要性があるか、権利者に与える影響をどう

評価するかとの点の２つの要素について検討されている。 

また、場面は全く異なるものの、形式変換の必要性の有無という観点から論じられている議論としては、障害者のアク

セス確保のための権利制限に関する議論（19年度中間まとめ）については、障害者が理解できる形式に変換することに社

会的な必要性が認められるとの観点から、権利制限が検討されている。 
３０ ここでは、あるプログラムと同一の機能を有し、市場代替性のあるプログラムの意味で用いている。 
３１ ここでは、あるプログラムと実質的に類似する表現形式からなるプログラムの意味で用いている。 
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る相互運用性の確保の目的でのリバース・エンジニアリングについては、要件の検討

のモデルとする観点から、特に分けて検討を行った。 

・ 相互運用性の確保 

・ 障害の発見等のためのプログラムの表現の確認 

・ その他、プログラムの開発のために必要なアイディアの抽出等 

 
① 相互運用性の確保の目的 
○ 新たに開発するプログラムについて、他のプログラムとの相互運用性を確保す

るために必要なインターフェース情報等を抽出することについては、これはユーザ

ーの利便性確保の観点からも必要なものであること、諸外国でも規定が設けられて

いることもあり、基本的には認めるべきとの意見が大勢であった。 
なお、競合プログラムの開発を目的とする場合をどうするかについては、 
・ 開発目標とするプログラムと相互運用する別のプログラム（OS など）の

調査・解析を行うことはあり得るのであり、既存のプログラムと競合するプ

ログラムを開発するかどうかだけで、判断すべきではなく、この手法による

競合プログラムの開発を許容するよう権利制限を検討すべき。 
・ 公正な競争を確保する観点から、競合プログラムであっても権利制限は許

容されるべき場合があるのではないか。 
との意見があり、必ずしも、目的の段階で競合プログラムの開発を意図しているか

どうかを区別する必要はないと考えられる３２。ただし、その後の競合プログラム

開発については許容しないことにより、調査解析の対象となったプログラムの開発

インセンティブを確保するとの産業政策的視点も必要との指摘もあった。 
 

○ また、リバース・エンジニアリングを行う際の諸条件については、諸外国の立法

例の状況も踏まえて、次のような要件を基本として考えることが適当と考えられる。 
・ プログラムの複製物を使用する正当な権原を有する者であること、 

・ 相互運用性の確保のために必要な情報があらかじめ利用可能でない又は他の 

手段によっては入手できないこと、 

・ 調査・解析の過程やその結果入手した情報について、目的外での第三者提供

など権利者の利益を不当に害することとなる使用が行われないよう必要な規

定等を整備すること 

 なお、ライセンス契約において調査・解析を禁ずる条項が盛り込まれる例がある

が、諸外国ではこのような契約で権利制限規定に抵触するものは無効としており、

我が国においても、権利制限規定を設ける趣旨にかんがみ、これを排除する旨の契

約によって調査・解析が禁じられるものと解すべきでないと考えられる。 

 
② 障害の発見等のプログラムの表現の確認 

                                            
３２ EUについても「他のプログラムの逆コンパイルにより開発されたプログラムは、インタオペラビリティを達成する

という目的のために逆コンパイルが行われたという条件を満たす限りにおいて、逆コンパイルされたプログラムと競合す

ることができる」との考え方を採用しているようである（前掲注25の協力者会議の報告書より） 
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○ 障害等の発見、脆弱性の確認については、少なくともプログラムの使用者に対し

て、その使用するプログラムの適正・安全を確保することは重要であり、このため

に必要な行為と考えられるため、権利制限を認めることが適当との意見があった。 

  一方で、修正プログラムを作成する目的で解析する場合と、ウィルス作成やシス

テムへの攻撃など悪意ある目的で解析する場合とでは、脆弱性等を確認する目的で

ある点では同じであり、目的要件の規定の仕方によっては、後者のような行為も含

まれてしまうとの指摘もあったことから、詳細な制度設計に当たっては、このよう

な点についても留意することが必要と考えられる。 

その他の要件やライセンス契約との関係については、必要な情報があらかじめ利

用可能でないこと等の要件を課すなど、基本的に相互運用性の確保等の場合と同様

とすることが必要と考えられる。 

 

○ その他、著作権侵害の調査についても、プログラムの表現を確認して解析するこ

とは、権利侵害の立証等のために不可欠のプロセスである一方、その調査・解析で

得た情報を活用して新たなプログラムの開発等を行うものではなく、著作権者の利

益を損なう可能性は低いと考えられる。 

  また、この点に関しては、表現の確認ではないものの、特許権侵害の調査につい

ても結論を異ならせる合理性はないとの指摘があった。 

 

③ その他、プログラムの開発のために必要なアイディアの抽出等 

○ 相互運用性の確保やセキュリティ確保以外の目的でプログラム開発を行う場合

については、特に要望の中で、革新的なプログラムの開発を目的とするのであれば、

技術の発展の観点から権利制限を認めていくべきではないかとの指摘があり、この

点については、次のような意見があった。 

・ プログラムの研究開発全般を対象とすることは、範囲が無制限に広がって

しまい、適当でない。 
・ 革新的なプログラムの開発と、模倣や革新的でないプログラムの開発との

目的の区別は可能なのか。結果の違いでしかないのではないか。 

・ 著作権法の考え方からは、既存の表現に依拠しているかどうかがポイント

であって、革新的である必要もない。 

 

○ このような意見を踏まえれば、「革新的」なプログラムの開発であるとの目的に

着目して権利制限の範囲を一律に画することは困難と考えられる。ただし、先行

技術の習得、技術の確認そのものが一律に行えないこととなることも社会的妥当

性を欠くことになる場合があると考えられる。 
なお、著作権法の観点ではなく産業政策としての観点になるが、市場において

競合するプログラムの開発となる場合は、先行技術を開発するインセンティブを

削ぐことになり、これを認めるべきではないとの指摘もあった。 
結局のところ、既存のプログラムのアイディアを解析することについては、そ

の後に多様な用途が生じることから、その社会的意義や権利者に与える影響の程
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度についても多様なものが含まれているものと思われる。このため、権利制限を

考える際には、個別の場合ごとに両者のバランスを考えていく必要があると思わ

れ、今後、引き続き詳細に検討していくことが必要と考えられる。 

 

（４） まとめ 

 

   以上のとおり、コンピュータ・プログラムのリバース・エンジニアリングについて

は、相互運用性の確保や障害の発見等の一定の目的のための調査・解析について権利

制限を早期に措置する必要があることについては概ね意見の一致が見られた。 

その他の調査・解析全般についても、権利制限を行うことが許容される場合がある

との指摘はあったものの、その目的の定め方など具体的な範囲や条件については、引

き続き検討を行う必要があると考える。 

 

 

 

 

【参考：他の知的財産権における立法例】 

 
○特許法（昭和 34 年法律第 121 号） 
 

（特許権の効力が及ばない範囲）  
第 69条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 
２・３ （略） 

 
 
○半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和 65 年法律第 43 号） 
 

（回路配置利用権の効力が及ばない範囲）  
第 12条 （略）  
２ 回路配置利用権の効力は、解析又は評価のために登録回路配置を用いて半導体集積回路を製造す

る行為には、及ばない。 
３ （略） 

 
 
 

【参考：諸外国の立法例】 

 

○ドイツ著作権法３３ 

                                            
３３

 本山雅弘訳「外国著作権法令集(37)-ドイツ編-」（(社)著作権情報センター, 2007年） 
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第69d条 同意を要する行為の例外 

(1) 契約上の特則が存しないかぎり、前条第１号及び第２号にいう行為は、それらの行為が、プログ

ラムの複製物の使用につき権限を有する者による欠陥修正を含め、コンピュータ・プログラムの所

定の使用のために不可欠であるときは、権利保有者の同意を要しないものとする。 

(2) プログラムの使用につき権限を有する者による保存用コピーの作成は、それが将来の使用を確か

なものとするために必要である場合には、契約によって妨げてはならない。 

(3) プログラムの複製物の使用につき権限を有する者は、プログラムの要素の基礎に存する思想及び

原則を解析することを目的とする場合には、権利保有者の同意なく、プログラムの作用を、プログ

ラムについてその者が権限を有するロード、表示、実行、転送又は蓄積の行為によって、観察し、

調査し又は試行することができる。 

 

第69e条 逆コンパイル 

(1) 第69c条第1号及び第2号の意味においてコードを複製し又はコード形式を翻訳することが、独

立して作成されたコンピュータ・プログラムと他のプログラムとの互換性の確立に必要な情報を取

得するうえで不可欠である場合には、次の各号に掲げる条件が充たされるものと認められるとき

は、権利保有者の同意は要しない。  

1． その行為が、ライセンスの取得者その他プログラムの複製物の使用につき権限を有する者、又

はそれらの者の名においてこれにつき権限を与えられた者によって行われること。  

2． 互換性の確立に不可欠な情報が、前号にいう者にとって未だ容易に使用可能なものとなってい

ないこと。  

3． その行為が、元のプログラムの部分で互換性の確立に不可欠なものに限定されていること。  

(2) 前項に基づく行為によって得られた情報は、次の各号に掲げる行為の対象としてはならない。  

1． 独立して作成されたプログラムの互換性を確立することとは異なる目的のために使用すること。  

2． 第三者に提供すること。ただし、そのことが独立して作成されたプログラムの互換性にとって

不可欠である場合は、このかぎりではない。  

3． 実質的に類似の表現形式からなるプログラムを開発し、製作し、若しくは商品化するために、

又はその他何らかの著作権を侵害する行為のために使用すること。  

(3) 前二項は、その適用が著作物の通常の利用を妨げずかつ権利保有者の正当な利益を不当に害しな

いよう、解釈するものとする。 

 

第69g条 その他の法規定の適用・契約法 

(1) (略) 

(2) 契約上の規定で、第69d条第2項及び第3項並びに第69e条に抵触するものは、無効とする。  

 

 

○フランス著作権法３４ 

 

                                            
３４

 大山幸房訳「外国著作権法令集(30)-フランス編-」（(社)著作権情報センター, 2001年） 
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第122の 5条 著作物が公表された場合には､ 著作者は､ 次の各号に掲げることを禁止することがで

きない｡  

  (1) (略)  

  (2) 複写する者の私的使用に厳密に当てられる複写又は複製であって､ 集団的使用を意図されない

もの｡ ただし､ 原著作物が創作された目的と同一の目的のために使用されることを意図される美

術の著作物の複写及び第122の6の1条第3項に規定する条件において作成される保全コピー以

外のソフトウェアの複写並びに電子データベースの複写又は複製を除く｡  

  (3)～(5) (略)  

 

第122の6の1条 Ⅰ 第122の6条第1号及び第2号に規定する行為は､ ソフトウェアの用途に従

い､ そのソフトウェアの使用権を有する者によるそのソフトウェアの使用を可能とするため (エラ

ーを訂正するためを含む｡) にそれらの行為が必要である場合には､ 著作者の許諾に従わない｡ た

だし､ 著作者は､ エラーを訂正する権利並びに､ ソフトウェアの用途に従い､ そのソフトウェアの

使用権を有する者によるそのソフトウェアの使用を可能とするために必要とされる第122の 6条第

1 号及び第 2 号に規定する行為が従う特定の手続を決定する権利を､ 契約によって保持する権利を

有する｡  

Ⅱ ソフトウェアの使用権を有する者は､ ソフトウェアの使用を保全するために必要な場合には､ 保

全コピーを作成することができる｡  

Ⅲ ソフトウェアの使用権を有する者は､ その者が行う権利を有するソフトウェアのいずれかの組み

込み､ 表示､ 実施､ 送信又は蓄積のいずれかの操作をその者が行う場合には､ そのソフトウェアの

いずれかの要素の基礎にある概念及び原理を決定するために､ 著作者の許諾なしに､ そのソフトウ

ェアの機能を観察し､ 研究し､ 又は検査することができる｡  

Ⅳ ソフトウェアのコードの複製又はこのコードの形式の翻訳は､ 第122の6条第1号又は第2号に

規定する複製又は翻訳が､ 他のソフトウェアとは独立して創作されたソフトウェアの相互利用に必

要な情報を取得するために不可欠である場合には､ 著作者の許諾に従わない｡ ただし､ 次の各号に

掲げるすべての条件が満たされることを条件とする｡  

   (1) それらの行為が､ ソフトウェアの複製物の使用権を有する者によって､ 又はその者のために

そのための権利を有する者によって､ 行われること｡  

   (2) 相互利用に必要な情報が､ 第 1 号にいう者に容易にかつ急速にアクセス可能とされていない

こと｡  

   (3) それらの行為が､ この相互利用に必要な元のソフトウェアの部分のみに限定されること｡  

2 このようにして取得された情報は､ 次の各号に掲げる行為の対象とすることができない｡  

   (1) 独立して創作されたソフトウェアの相互利用の実現以外の目的のために使用すること｡  

   (2) 独立して創作されたソフトウェアの相互利用に必要な場合以外に第三者に伝達すること｡  

   (3) その表現が実質的に類似するソフトウェアの開発､ 製作若しくは商品化のため､ 又は著作権

を害する他のいずれかの行為のために使用すること｡  

Ⅴ この条は､ ソフトウェアの通常の利用を害すること､ 又は著作者の正当な利益を不当に害するこ

とができるものと解することはできない｡  

2 この条第2項､ 第3項及び第4項の規定に反するいずれの定めも､ 無効とする｡  
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○スイス著作権法３５  

 

第19条（私的使用）  

1公表された著作物は自己使用のために利用することができる。自己使用には次のものがある。 

  a～c （略）  

2 ・3 （略） 

4 本条はコンピュータ・プログラムには適用しない。  

 

第21条（コンピュータ・プログラムの解析）  

1 コンピュータ・プログラムを使用する権利を有する者は、独立に開発するプログラムへのインター

フェイスに関する必要な情報を、プログラムコードの解析により入手し、又は第三者に入手させる

ことができる。 

2 プログラムのコードを解析によって得られたインタフェース情報は、プログラムの通常の利用も、

権利者の正当な利益も不当に害されない限り、相互に運用できるコンピュータ・プログラムの開発、

保守及び使用のためにのみ利用することができる。  

 

第24条（保存用コピー及び補充用コピー）  

1 （略）  

2 コンピュータ・プログラムを使用する権利を有する者は、その補充用コピーを作成することができ

る。この権利は契約によって制限することはできない。  

 

 

○イギリス著作権法３６ 

 

（逆コンパイル） 

第50条のＢ  

(1) 低い水準の言語で表現されたコンピュータ・プログラムの複製物の適法な使用者が、次の行為を

行うことは、著作権の侵害ではない。  

(a) それをより高い水準の言語で表現されたバージョンに変換すること。  

(b) 第 2項の条件が満たされることを条件として、プログラムをそのように変換する過程に付随し

て、それを複製する（すなわち、それを「逆コンパイルする」）こと。  

(2) 条件は、次のとおりである。  

(a) 逆コンパイルされたプログラム又は他のプログラムとともに作動することができる独立したプ

ログラムを創作する上で必要な情報を得るためにプログラムを逆コンパイルすることが必要で

あること（「許される目的」）。  

                                            
３５

 斉藤博訳「外国著作権法令集(15)-スイス編-」（(社)著作権情報センター, 1994 年） 
３６

 大山幸房訳「外国著作権法令集(34)-英国編-」（(社)著作権情報センター, 2004年）。なお、第50条のBAについては、

事務局仮訳。 
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(b) そのように得られた情報が、許される目的以外のいずれの目的のためにも使用されないこと。 

(3) 特に、適法な使用者が次のいずれかに該当する場合には、条件は、満たされない。  

(a) 許される目的を達成するために必要な情報を容易に入手することができる場合  

(b) 許される目的を達成するために必要な行為のみに逆コンパイルすることを限定しない場合  

(c) 逆コンパイルすることによって得られた情報を、許される目的を達成するためにそれを提供す

る必要のないいずれの者にも提供する場合  

(d) 逆コンパイルされたプログラムにその表現が実質的に類似するプログラムを創作するため、又

は著作権により制限されるいずれかの行為を行うために、その情報を使用する場合  

(4) ある行為がこの条に基づいて許される場合には、その行為を禁止し、又は制限することを意味す

る協定にいずれかの条件（このような条件は、第296条のAに基づいて、無効である。）が存在す

るか否かは、重要ではない。 

  

（コンピュータ・プログラムの観察、学習、テスト） 

第50条のBA  

(1) コンピュータ・プログラムの複製物の適法な使用者が、そのプログラムの読み込み、表示、実行、

送信、蓄積のいずれの行為を行う権限も有する場合には、そのプログラムの要素の基礎となるア

イディアや原理を明らかにするために、プログラムの機能の観察、学習又はテストを行うことは、

著作権侵害ではない。 

(2) ある行為がこの条により許容される場合には、その行為を禁止し、又は制限することを意図する

条項又は条件が契約に含まれるか否かは、無意味である（そのような条件は、第 296 条のＡに基

づいて無効である。）。 

 

（適法な使用者に許される他の行為） 

第50条のc  

(1) コンピュータ・プログラムの複製物の適法な使用者が、それを複製し、又は翻案することは、次

の2つの条件を満たす場合には、著作権の侵害ではない。  

(a) 複製又は翻案が、その者の適法な使用のために必要であること。  

(b) その者の使用が適法であるという状況を規制する協定のいずれの条件に基づいても、複製又は

翻案が禁止されないこと。  

(2) 特に、その中の誤りを訂正する目的のためにそれを複製し、又は翻案することは、コンピュータ・

プログラムの適法な使用のために必要であるかもしれない。  

(3) この条の規定は、第50条のA又は第50条のBに基づいて許されるいずれの複製又は翻案にも適

用されない。  

 

（ある種の条件を無効とすること） 

第296条のＡ 

(1) ある者が協定に基づいてコンピュータ・プログラムの使用権を有する場合には、協定中のいず

れの条件も、それが次のことを禁止し、又は制限することを意図する限りは、無効である。 

  (a) 協定した使用の目的上有することがその者にとって必要であるプログラムのいずれかの予備

の複製物を作成すること。 



 34

  (b) 第 50条のＢ第2項の条件が満たされる場合に、プログラムを逆コンパイルすること。 

  (c) プログラムのいずれかの要素の基礎を成す着想及び原則を理解するためにプログラムの機能

を観察し、研究し、又は試験するためのいずれかの装置又は手段を使用すること。 

(2) (略) 

 

 

○オーストラリア著作権法３７ 

 

第47B条 コンピュータ・プログラムの通常の使用または研究のための複製 

(1) 第(2)項に従い､ コンピュータ・プログラムである言語著作物に対する著作権は､ 以下の場合に

は､ 当該著作物の複製により侵害されない｡  

(a) 当該複製物が､ 当該プログラムが作成された目的のために､ 当該プログラムのコピーを実行

する技術的過程の一部として､ 付随的かつ自動的に作成され､ かつ 

(b) 当該コピーの実行が､ 当該コピーの保有者または被許諾者によりまたはこれに代わり行われ

る場合｡  

(2) 第(1)項は､ 以下の場合にはコンピュータ・プログラムの複製には適用しない｡  

(a) 当該コンピュータ・プログラムの侵害コピーから複製する場合､ または 

(b) 当該コンピュータ・プログラムの著作権者によりまたはこれに代わり当該コピーの保有者また

は被許諾者に対して行われた明示の指示または許諾に反して､ 当該保有者または被許諾者が当

該コピーを取得した時に行われる場合｡  

(3) 第(4)項に従い､ コンピュータ・プログラムである言語著作物に対する著作権は､ 以下の場合に

は､ 当該著作物の複製により侵害されない｡  

(a) 当該複製物が､ 当該プログラムの背後にあるアイディアおよび当該プログラムが機能する方

法を研究する目的のために､ 当該プログラムのコピーを実行する技術的過程の一部として､ 付

随的かつ自動的に作成され､ かつ 

(b) 当該コピーの実行が､ 当該コピーの保有者または被許諾者によりまたはこれに代わり行われ

る場合｡  

(4) 第(3)項は､ コンピュータ・プログラムの侵害コピーからの複製には適用しない｡  

(5) 本条において､  

  複製物 とは､ コンピュータ・プログラムに関しては､ 第21条(5)(b)にいう種のプログラムの版

を含まない。 

 

第47C条 コンピュータ・プログラムのバックアップ・コピー 

(1) 第(4)項に従い､ コンピュータ・プログラムである言語著作物に対する著作権は､ 以下の場合に

は､ 当該著作物の複製により侵害されない｡  

(a) 当該複製物が､ 複製元となるコピー (原コピー ) の保有者または被許諾者によりまたはこれ

に代わり作成され､  

(b) 当該複製物が､ 原コピーの保有者または被許諾者によるまたはこれに代わり行われる使用の

                                            
３７

 岡雅子訳「外国著作権法令集(33)-オーストラリア編-」（(社)著作権情報センター, 2003年） 
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ためにのみ作成され､ かつ 

(c) 当該複製物が､ 以下のいずれかの目的のために作成される場合。 

   (i) 原コピーの保有者または被許諾者が原コピーの代わりに複製物を使用し原コピーを保管で

きるようにすること｡  

(ii) 原コピーの保有者または被許諾者が､ 原コピーが紛失し､ 破棄されまたは使用不能とな

った場合に原コピーの代わりに使用できる複製物を保管できるようにすること｡  

(iii) 原コピーの保有者または被許諾者が､ 原コピーが紛失し､ 破棄されまたは使用不能とな

った場合に､ 原コピーまたは本項に基づき作成された複製物の代わりに別の複製物を使用

できるようにすること｡  

(2) 第(4)項に従い､ コンピュータ・プログラムである言語著作物および同一のコンピュータ・シス

テム上に当該プログラムと共に保存される著作物または他の権利対象物に対する著作権は､ 以下

の場合には､ 当該プログラムまたは著作物もしくは他の権利対象物の複製により侵害されない｡  

(a) 当該複製物が､ 複製元となるコピー (原コピー ) の保有者または被許諾者によりまたはその

ために作成され､ かつ 

(b) 当該複製が､ 保存のためのデータの通常のバックアップの過程で行われる場合 

(3) 第(1)項は､ 同項(c)(iii)に定める目的のために作成された著作物の複製に関して､ 当該著作物

の他の複製物が同一のコピーから同一の目的のために以前に作成されたか否かを問わず適用する｡  

(4) 第(1)項および第(2)項は､ 以下の場合には､ コンピュータ・プログラムの複製には適用しない｡  

(a) コンピュータ・プログラムの侵害コピーから複製する場合､ または 

(b) 当該コンピュータ・プログラムの著作権者が､ 当該プログラムを改変することなくコピーを作

成できないように当該プログラムを設計した場合､ または 

(c) 当該コンピュータ・プログラムの著作権者によりもしくはこれに代わり､ 原コピーの保有者が

原コピーを取得した時に付与された原コピーの使用許諾が終了しもしくは解除された場合｡  

(5) 本条において､ コンピュータ・プログラムのコピーとは､ 当該コンピュータ・プログラムが有形

的形式にて複製された物品を指すものとする｡  

(6) 本条において､  

  複製物 とは､ コンピュータ・プログラムに関しては､ 第 21 条(5)(b)に定める類のプログラムの

版を含まない｡  

 

第47D条 互換製品を作成するためのコンピュータ・プログラムの複製 

(1) 本節に従い､ コンピュータ・プログラムである言語著作物に対する著作権は､ 以下の場合には､ 

当該著作物の複製物または翻案物の作成により侵害されない｡  

(a) 当該複製物または翻案物が､ その作成のために使用したプログラム (原プログラム ) のコピ

ーの保有者または被許諾者によりまたはこれに代わり作成され､  

(b) 当該複製物または翻案物が､ 原プログラムまたは他のプログラムに接続して共に使用され､ ま

たはその他の方法で互換するために､ 別のプログラム (新プログラム ) または物品を独自に作

成することを､ 原プログラムの保有者もしくは被許諾者またはこれに代わり行為する者ができる

ようにするために必要な情報を取得するために作成され､  

(c) 当該複製物または翻案物が､ 第(b)号に定める情報を取得するために合理的に必要な範囲に限

って作成され､  
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(d) 新プログラムが原プログラムを複製または翻案する限りにおいて､ 新プログラムが原プログラ

ムまたは他のプログラムと接続して共に使用されまたはその他の方法で互換することができるた

めに必要な範囲に限って複製または翻案され､ かつ 

(e) 当該複製物または翻案物が作成された時に､ 第(b)号にいう情報を他の手段で保有者または被

許諾者が容易に取得できない場合｡  

(2) 第(1)項は､ コンピュータ・プログラムの侵害コピーからの複製または翻案には適用しない｡  

 

第47E条 エラー修正のためのコンピュータ・プログラムの複製 

(1) 本節に従い､ コンピュータ・プログラムである言語著作物に対する著作権は､ 以下の場合には､ 

1999 年 2 月 23 日以後に行われた複製または翻案によって侵害されない｡  

(a) 当該複製物または翻案物が､ これを作成するために使用したプログラムのコピー (原コピ

ー ) の保有者または被許諾者によりまたはこれに代わり作成され､  

(b) 当該複製物または翻案物が､ 原コピーの以下の動作 (他のプログラムまたはハードウェアと

ともに使用する場合を含む) を妨げるエラーを修正するために作成され､  

   (i) 著作者が意図した動作､ または 

(ii) 原コピーと共に提供される仕様書もしくはその他の文書に従った動作 

(c) 当該複製物または翻案物が､ 第(b)号に定めるエラーを修正するために合理的に必要な範囲に

限って作成され､ かつ 

(d) 当該複製物または翻案物が作成された時に､ 保有者または被許諾者が､ 第(b)号に定めるとお

り動作するプログラムの他のコピーを､ 合理的な期間内に通常の商業的価格にて入手できない

場合｡  

(2) 第(1)項は､ コンピュータ・プログラムの侵害コピーからの複製または翻案には適用しない｡  

 

第47F条 セキュリティ・テストのためのコンピュータ・プログラムの複製 

(1) 本節に従い､ コンピュータ・プログラムである言語著作物に対する著作権は､ 以下の場合には､ 

当該著作物の複製または翻案によって侵害されない｡  

(a) 当該複製物または翻案物が､ これを作成するために使用したプログラムのコピー (原コピ

ー ) の保有者または被許諾者によりまたはこれに代わり作成され､  

(b) 当該複製物または翻案物が､ 以下のいずれかの目的のために作成され､  

   (i) 原コピーまたは原コピーを含むコンピュータ・システムもしくはネットワークのセキュリ

ティを善意にてテストすること 

(ii) 原コピーまたは原コピーを含むコンピュータ・システムもしくはネットワークのセキュリ

ティの問題または無許諾アクセスに対する脆弱性を､ 善意にて調査しまたは修正すること 

(c) 当該複製物または翻案物が､ 第(b)号に定める目的を達成するために合理的に必要な範囲に限

って作成され､ かつ 

(e) 当該複製物または翻案物が作成された時に､ これらにより得られた情報を他の手段で保有者

または被許諾者が容易に入手できない場合｡  

(2) 第(1)項は､ コンピュータ・プログラムの侵害コピーからの複製または翻案には適用しない｡  

 

第47G条 コピーまたは情報の無許諾使用 
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(1) もし､  

  (a) コンピュータ・プログラムである言語著作物の複製物または翻案物が､ 所定の規定に基づき

作成され､ かつ 

(b) 当該複製物もしくは翻案物またはそれらから得られた情報が､ 当該コンピュータ・プログラム

の著作権者の承諾なく､ 当該規定に定める目的以外のために使用されまたは他者に販売もしく

はその他の方法で提供された場合には､  

当該複製または翻案の作成には当該規定を適用せず､ また、適用されなかったものとみなす｡  

(2) 本条においては､ 第 47B 条､ 第 47C 条､ 第 47D 条､ 第 47E 条および第 47F 条を所定の規定

とする｡  

 

第47H条 一定の規定の適用を排除する合意 

第 47B 条(3)または第 47C 条､ 第 47D 条､ 第 47E 条もしくは第 47F 条の適用を排除もしくは

制限し､ または排除もしくは制限する効果を有する合意またはその規定は､ 効力を有しない｡  

 

 

○アメリカ著作権法３８ 

 

第107条 排他的権利の制限：フェア・ユース  

  第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授（教室における使

用のために複数のコピーを作成する行為を含む）、研究または調査等を目的とする著作権のある著作

物のフェア・ユース（コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む）

は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮す

べき要素は、以下のものを含む。 

(1) 使用の目的および性質（使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む）。 

(2) 著作権のある著作物の性質。 

(3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。 

(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。 

  上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実

自体は、かかる認定を妨げない。  

 

第117条 排他的権利の制限：コンピュータ・プログラム 

(a) コピーの所有者による追加的コピーまたは翻案物の作成 

第106条の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムのコピーの所有者が、当該コンピュー

タ・プログラムの新たなコピーまたは翻案物を作成しまたはこれを許諾することは、以下の場合に

は侵害とならない。 

  (1)かかる新たなコピーもしくは翻案物が、機械によるコンピュータ・プログラムの利用に不可欠な

段階として作成され、かつ、他の方法では一切使用されない場合、または 

(2)かかる新たなコピーもしくは翻案物が、資料保存目的のみのものであり、かつ、コンピュータ・

                                            
３８

 山本隆司・増田雅子共訳「外国著作権法令集(29)-アメリカ編-」（(社)著作権情報センター, 2000年） 
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プログラムの占有を継続することが適法でなくなった場合には全ての保存用コピーが廃棄され

る場合。 

(b)～(d) (略) 

 

第1201条 著作権保護システムの回避 

(a)～(e) (略) 

(f) リバース・エンジニアリング 

(1)第(a)節(1)(A)の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムのコピーを使用する権利を適法

に取得した者は、独自に創作したコンピュータ・プログラムとその他のプログラムとの互換性

を達成するために必要なプログラムの要素であって、回避を行う者にとってそれまで容易に入

手することができなかったプログラムの要素を特定し解析する目的のみのために、かかる特定

および解析の行為が本編に基づく侵害を構成しない範囲において、当該プログラムの特定の部

分へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避することができる。 

(2)第(a)節(2)および第(b)節の規定にかかわらず、互換性の達成のために必要である場合は、第(1)

項に基づく特定および解析を可能にするために、または、独自に創作されたコンピュータ・プ

ログラムとその他のプログラムとの互換性を達成するために、本編に基づく侵害を構成しない

範囲において、技術的手段を回避する技術的手段、または技術的手段により施される保護を回

避する技術的手段を、開発し使用することができる。 

(3)第(1)項に基づき許容される行為によって得られた情報および第(2)項に基づき許容される手段

は、第(1)項または第(2)項にそれぞれ掲げる者が当該情報または手段を、独自に創作されたコ

ンピュータ・プログラムとその他のプログラムとの互換性を達成するためのみに提供する場合

には、本編に基づく侵害を構成せず、また本条以外の適用法に違反しない範囲において他者に

提供することができる。 

(4)本項において、「互換性」とは、コンピュータ・プログラムが情報を交換し、交換された情報を

相互に使用できる機能をいう。  

(g) 暗号化研究－ 

(1) 定義－本節において－ 

(Ａ) ｢暗号化研究｣とは､当該行為が暗号化技術の分野における知識を進歩させまたは暗号化

製品の開発を支援するために行われる場合において､著作権のある著作物に使用される暗

号化技術の欠点や弱点を特定し解析するために必要な行為をいう｡ 

(Ｂ) ｢暗号化技術｣とは､数式またはアルゴリズムを用いて､情報にスクランブルをかけまた解

除することをいう｡ 

(2) 暗号化研究において許容される行為－第(ａ) 節(1) (Ａ) の規定にかかわらず､善意誠実な暗

号化研究の行為において､発行著作物のコピー､レコード､実演または展示に適用された技術

的手段を回避することは､以下の全てをみたす場合には当該規定の違反とならない｡ 

(Ａ) 行為者が､当該発行著作物の暗号化されたコピー､レコード､実演または展示を適法に入

手したこと｡ 

(Ｂ) 当該行為が暗号化研究を行うために必要であること｡ 

(Ｃ) 当該者が､回避の前に許可を得るよう誠実に努力したこと｡ 

(Ｄ) 当該行為が本編に基づく侵害を構成せずまたは本条以外の適用法(第18編第1030条およ
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び1986年コンピュータ詐欺・濫用法によって修正された第18編の規定を含む) の違反と

ならないこと｡ 

(3) 免責を決定する要素－第(2) 項に基づく免責を受けることの可否を決定するにあたって考慮

されるべき要素は､以下を含む｡ 

(Ａ) 暗号化研究により得られた情報が流布されたか｡もし流布された場合には､暗号化技術の

知識または開発を進歩させるべく合理的に計算された方法で流布されたか､それとも､本

編における権利侵害または本条以外の適用法の違反(プライバシーの侵害または安全の侵

害を含む) を容易にする方法で流布されたか｡ 

(Ｂ) 行為者が暗号化技術の分野において､正当な研究に従事し､雇用され､または適切に訓練

もしくは経験を積んでいるか｡ 

(Ｃ) 行為者が､技術的手段の適用されている著作物に対する著作権者に､研究結果の研究の文

書を通知しているか､また､いつ通知したか｡ 

(4) ・(5) (略) 

(h)・(i) (略) 

(j) セキュリティ検査－ 

(1) 定義－本節において､｢セキュリティ検査｣とは､コンピュータ､コンピュータ・システムまたはコ

ンピュータ・ネットワークの所有者または運営者の許諾を得て､セキュリティ上の欠点または弱

点を善意誠実に検査し､追究しまたは補正することを唯一の目的として､当該コンピュータ､コ

ンピュータ・システムまたはコンピュータ・ネットワークにアクセスを行うことを意味する｡ 

(2) セキュリティ検査において認められる行為－第(ａ) 節(1) (Ａ) の規定にかかわらず､セキュリ

ティ検査の行為を行うことは､かかる行為が本編における権利侵害または本条以外の適用法(第

18編第1030条および1986年コンピュータ詐欺・濫用法により修正された第18編の規定を含む) 

の違反とならない場合には､当該条項の違反とならない｡ 

(3) 免責を決定する際の要素－第(2) 項に基づき免責を受けることができるか否かを決定するにあ

たって考慮されるべき要素は､以下を含む｡ 

(Ａ) セキュリティ検査から得られた情報が､コンピュータ､コンピュータ・システムもしくはコ

ンピュータ・ネットワークの所有者もしくは運営者におけるセキュリティを促進するための

みに使用されたか､または､コンピュータ､コンピュータ・システムもしくはコンピュータ・

ネットワークの開発者と直接共有されたか｡ 

(Ｂ) セキュリティ検査から得られた情報が､本編における権利侵害または本条以外の適用法の

違反(プライバシーの侵害またはセキュリティの侵害を含む) を容易にしないような方法で

使用されまたは保持されたか｡ 

(4) セキュリティ検査のための技術的手段の使用－第(ａ) 節(2) の規定にかかわらず､第(2) 項に

掲げるセキュリティ検査の行為を行うことのみを目的として技術的手段を開発し､製作し､頒布

しまたは使用することは､かかる技術的手段が他に第(ａ) 項(2) に違反する事由がない場合に

は､第(ａ) 節(2) の違反とはならない｡ 

(k) (略) 
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第４節 研究開発における情報利用の円滑化について 

 
 
１ 検討の背景 
 
○ 政府の知的財産戦略本部では、高度情報化社会の下、インターネット上の膨大な情

報等から情報・知識を抽出すること等によりイノベーションの創出が促進されるとの

観点に立ち、情報アクセスなどネットワーク化のメリットを最大限に活用できるよう

な環境整備の必要性が認識されている。そして、本年 6 月に同本部で決定された「知

的財産推進計画 2008」においては、まず、それらの情報処理のための基盤的技術とな

る画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の研究開発に関して、この研究開発の過程で

行われる情報の利用について著作権法上の課題があることを指摘し、早急に対応すべ

き旨が盛り込まれたところである。 
 

●「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について＜検討経過報告＞」 

（平成２０年５月２９日、デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会）

 
４．早急に対応すべき課題について 

（３）研究開発に係る著作物利用の適法化 

科学技術によるイノベーションの創出を促進するためには、研究開発活動を充実させるこ

とが不可欠である。 
特に、高度情報化社会の下、取り扱われる情報量が爆発的に増大する中、利用者が必要と

する情報・知識を容易に抽出し、高度な知的処理を実現するためには、画像・音声・言語・

ウェブ解析技術等の基盤的技術が重要となっている。これらの技術に係る研究開発を行うた

めには、放送番組に係る情報やウェブ情報等の膨大な情報を蓄積・改変することが必要とな

る。このほか、幅広い分野の研究開発において、学術論文以外にも様々な著作物が利用され

ている。 
しかしながら、このような行為は、著作物の通常の利用形態とは異なるものであり著作権

者の正当な利益を害するおそれは少ないと考えられるにもかかわらず、著作権法上の複製・

翻案に当たるおそれがあるため、実際の公的研究機関や産業界における研究開発活動に相当

程度萎縮効果が働いている。 
他方、米国においてはフェアユース規定に基づき一定の範囲内における研究開発目的の権

利制限が認められており、英国においても研究目的の権利制限の対象範囲の拡大が検討され

ている。このため、現状を放置したままでは、我が国著作権法上の制約が我が国の国際競争

力の低下を引き起こしかねない。 
 

著作権者に及ぼす影響にも配慮しつつ、研究開発に必要な範囲において著作物の複製

や翻案を行うことができるよう早急に法的措置を講ずるべきである。 
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●「知的財産推進計画２００８－世界を睨んだ知財戦略の強化－」 

（２００８年６月１８日、知的財産戦略本部）（抜粋） 

第１章 知的財産の創造 

１．基礎研究分野の創造力を強化する 

（２）内外リソースの積極活用のための環境を整備する 

①研究開発における情報利用の円滑化に係る法的課題を解決する 

ネット等を活用して膨大な情報を収集・解析することにより高度情報化社会の基盤的技術

となる画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の研究開発が促進されること等を踏まえ、これ

らの科学技術によるイノベーションの創出に関連する研究開発については、権利者の利益を

不当に害さない場合において、必要な範囲での著作物の複製や翻案等を行うことができるよ

う２００８年度中に法的措置を講ずる。 
 

○ 具体的には、画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の研究開発分野に関わる研究者

等からは、例えば、次のように研究開発の過程で、それぞれ著作物等の利用が行われ、

著作権法上の問題が生じることとなるのではないかとの指摘があった。 
 

ア ウェブ情報解析関係 

ウェブ情報の解析のために、クローリング３９により一般に公開されているウェ

ブ上の情報をアーカイブし、また、その情報の整理等を行った上でのデータベー

ス化、解析結果のサマライゼーション（ポイントの抽出・表現）を行うこと。 

これらは、社会分析、言語分析等様々な研究分野で活用されているほか、辞書、

知識ベースの機能向上のためにインターネットサービスプロバイダー等に提供さ

れることもある。 

 

イ 言語解析関係 

文献等の言語情報を電子化してコーパス４０を作成し、単語や文のつながりなど

の用例をウェブ上で検索・表示可能にすることや、関係研究者に対してコーパス

のデータをDVD で配布すること。 

これらは、音声の自動認識、機械翻訳等に関する研究開発や、辞書、文法書の編

纂や言語研究等に用いられている。 

 

ウ 画像・音声解析関係 

放送番組を録画・蓄積することや、それに係る言語部分を朗読等により音声化し

て蓄積すること。 

これらは、メタデータの活用による映像のシーン検索等のための技術開発や、番

                                            
３９ 検索ロボット（クローラー）と呼ばれるソフトウェアによって、ウェブサイト情報を収集し、そのデータをストレー

ジサーバーへ格納（蓄積）する工程を、クローリングという。 
４０ コーパスとは、「言語にかかわる研究・開発のために電子的に集積された大量のテキスト」を指す。（法制問題小委

員会（第8期第5 回・平成20年7月 25日）独立行政法人国立国語研究所・前川喜久雄氏発表資料より） 
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組の演出効果のための映像処理技術の開発、音声認識による字幕制作の機能向上
４１、テキストからの音声合成等に用いられている。また、放送局が、放送番組の

映像の使用を希望する研究者に対して映像を提供することもある。 

 

エ その他の技術開発等関係 

録画機器の開発など、技術・機器の研究開発過程で、その機能・性能の評価・検

証のために、実際に著作物の録画・上映を行うこと。 

 

オ その他の研究目的関係 

放送番組の視聴の分析を行うため、番組の上映等を行うこと。 

大学等において論文等の文献の複製・データベース化等を行うこと。 

 
 
２ 問題の所在 

 
○ 知的財産戦略本部では、研究開発全般のうち、まず画像・音声・言語・ウェブ解析

技術等の研究開発の過程で行われる情報の利用を念頭に置いて検討を行っているが、

その背景には、元々これらの情報の利用が、行為の外形上は著作権法の保護の対象と

なる利用行為に当たるものの、著作権法が保護すべきものとして本来想定しているよ

うな利用行為そのものとは利用形態が異なるとの問題意識があることが見て取れる。 
その問題意識をさらに詳細化するなら、情報解析の場合、その目的は、著作物の思

想、表現そのものを感じ取るのではなく、その中から必要な部分を探し当てることや、

アイディアや背景情報等を抽出すること等であって、仮に生身の人間が行ったとする

ならば視聴行為として著作権が及ばないはずの行為について、これと同様の行為をコ

ンピュータ等に実行させようとする場合には、いったん中間的にデータとして蓄積さ

せなければならないために著作権法上の利用行為となってしまうなどの点が、一例と

して指摘できると考えられる。 
 
○ 仮に、「研究開発における情報利用の円滑化」との課題を、このように、著作権法

が本来想定している保護範囲と、外形上はその利用行為に当たるものの利用の実質を

備えない行為との調整であると捉えた場合には、何らかの対応の検討が必要な場合が

あると考えられる。 
一方で、仮に「研究開発における情報利用」に関する規定を設ける場合には、「研究

開発」の用語に含まれる活動は相当に広範囲にわたってしまうことから、元々の検討

の契機となった解析技術等の研究開発以外の研究（例えば、上記エ、オ等）も念頭に

                                            
４１ 画像認識、音声認識については、主流は論理的処理から統計的処理へと転換しており、あらかじめ映像データ、音声

データ等のデータベースを構築して、そのデータベースから、認識した部分に対していくつかの候補を選び、一番確率の

高いものを結果として表示する方式がほとんどとされる。このため、多く学習させる（データベースが充実する）ほど認

識結果も向上する仕組みになっているとのことである。（法制問題小委員会（第8期第5回・平成 20年7月25日）NHK

放送技術研究所・菅波秀樹氏発表等より） 
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置いて、課題を検討すべきであると指摘がなされた。 
 
○ 権利制限規定の創設の検討に当たっては、一般に、その著作物の利用行為の目的、

性質や態様、契約実態等が踏まえられることとなるが、「研究開発」に含まれる利用

行為自体が非常に多様であることから、権利制限規定の必要性や規定の創設に当たっ

て検討すべき事項も様々である。また、現状において、一部は契約により対応されて

いる状況もあるが、いわゆる黙示の許諾等の範囲を想定して利用が行われている実態

もあるのではないかと思われる。このように本課題は、問題の所在自体を一様に捉え

ることが困難であり、その点がこの課題を複雑にしていると思われる。 
実際、著作権者等からのヒアリングでは、非営利目的の利用、背景情報を抽出する

ための内部利用、技術の開発・検証のための素材としての利用等、それぞれ観点は異

なるが、一部に権利制限が許容される範囲があるのではないかとの一般的な見解が示

されたものの、具体の検討に当たっては、まずは、どのような研究を対象として検討

するのかを明確にすべきとの意見が述べられている。 
 
 
３ 検討結果 
 
（１） 検討対象とした研究開発分野について 

 

○ このように多様な活動を含む「研究開発」について、どの範囲の研究開発を検討対

象とすべきか、あるいは範囲を限定して考えるべきかとの点について、次のような意

見があった。 
・ 研究全般を対象として考える場合、研究は、大学の学術から、企業の製品開

発、一般人の個人研究まで、非常に幅の広いものを含むため、研究目的として

権利制限を設けるとしたら、個別の事例ごとに判断をする抽象的な要件になら

ざるを得ない。 
・ 広範な研究開発全体を対象にしては結論を出すことが困難であり、政策的に

問題意識を持たれた情報解析分野等の特定の分野の研究開発に限って検討し、

他は継続検討とすべきではないか。 
・ イノベーションを創出するための緊急に検討が必要なもののほか、長期的に

検討すべきものと、両方とも議論が必要ではないか。 
 

○ このため、本小委員会としては、知的財産推進計画を踏まえ、より早期に結論を得

るべき研究開発分野があり得ることを認識しつつも、当初から検討対象を絞るのでは

なく広く研究全般を検討対象とし、その上で、どのような考え方に基づいて研究開発

分野の切り分けが可能なのか、その考え方を整理する中で、早期に結論を得るべき範

囲を検討することとした。 
なお、研究開発目的で行われるプログラムのリバース・エンジニアリングについて

は、競合プログラムの開発など別途の検討を要する面があるため、別に検討すること
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とした。 
 
（２） 早急に結論を得るべき研究開発分野について 

 

① 対象範囲と権利制限の根拠について 

○ 上記のような問題意識の下、権利制限による対応を行うべき研究開発分野として

は、研究分野を限定せずに、その活動の公益性に着目してその範囲を画定する方向

や、表現の利用かアイディアの利用かといった著作物利用の性質の観点や、契約に

よる対応の困難性などの観点に着目してその範囲を画定する方向でも検討を行っ

たが、「知的財産推進計画 2008」の法的措置の期限との関係で早急にコンセンサ

スが得られる範囲を定めるという観点から、情報解析技術の研究開発に着目して対

象範囲を限定することが適当との意見が多かった。 
その根拠となる考え方は、概ね次のようにまとめられる。 
・ 高度情報化社会の下で、取り扱われる情報量が爆発的に増大する中、利用

者が必要とする情報・知識を抽出し、高度な知的処理を実現する情報解析技

術は、デジタル・ネットワーク社会の基盤となるものであり、そのための研

究開発も社会的に意義を有すると捉えることができるものと考えられる。ま

た、情報解析分野の研究開発は、著作物の表現そのものを利用するものでは

なく、その情報・アイディアの抽出を行うに過ぎないが、その過程で中間的

に利用行為に当たる行為を伴うものであり、著作物利用の実質を備えないと

の側面もある。 
 

○ なお、このような考え方に対しては、特定の技術開発であれば許されその他の研

究であれば許されないと区別するのは不適当ではないかとの指摘や、どちらにして

も、権利者の利益を不当に害しない場合などの一般条項的なただし書が必要になる

のではないか、情報・アイディアの抽出に過ぎない点では、その他の研究開発分野

でも同じものがあるのではないか、との指摘もあった。 
 

② 権利制限を行う場合のその他の要件 
ａ 営利・非営利の別 

権利制限の根拠を情報解析技術に関する研究開発の社会的意義等に求める考

え方に照らせば、例えば、同様の観点から検討が行われている検索エンジンに

関する課題に関しては、特に非営利要件を求めない方向で検討されており、非

営利のものに限定する必要はないと考えられる。その場合に著作権者等の利益

が害されるおそれがあるとするならば、次のｂの要件設定により対応すべきと

の意見があった。 
 

ｂ 著作権者等の利益への影響 
この点については、権利制限の根拠を情報解析の公益性に求めた場合であっ

ても、契約によって入手可能なデータベース等の場合には権利制限を認める必
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要はないとの意見があった。このような意見に照らせば、既存のビジネスの中

で研究開発に必要なデータベース等が有償で提供されているような場合、その

他、著作物の性質や利用態様等に応じて著作権者等の利益を害すると考えられ

るような場合には、権利制限の対象外とすることが適当と考えられる。 
   また、関連して、ウェブ上の情報を収集して解析を行う研究開発については、

別途、同様の観点から検討が行われている検索エンジンに関する課題では、標

準的なプロトコルによってクローラーによる情報収集を回避する手段が用いら

れている場合等については権利制限の対象としないこととする等、一定の条件

を設定すべきとの方向で検討が行われているが、本件についても、著作権者の

利益保護の観点では同様の必要性があると考えられる。 
 

ｃ 研究開発の過程で作成された複製物の外部提供等 
      権利制限が情報抽出のための過程で中間的に行われる複製であることに着目

したものであるとの側面からは、基本的に、当該複製物を外部に提供すること

はその趣旨に反することになるため、当該複製物を研究に参加しない者に提供

する行為については権利制限の対象外とすべきと考えられる。なお、研究過程

で作成された複製物の外部提供の取扱いと関連して、研究開発を行う者にその

ためのデータベース等を提供するような事業があった場合にこれが権利制限の

対象となるかどうかについては、このようなデータベース等の作成自体が研究

開発目的の者によって行われているかどうかで判断すべきとの指摘があった。 
 
（３） その他研究分野を限らない場合の権利制限規定の考え方について 

 

本小委員会では、上記のとおり、より早期に結論を得るべき研究開発分野として、

特定の分野についての検討を行ったほか、大学等における日常的な研究活動など研

究全般について、その際の著作物利用に係る課題についても検討を行ったが、研究

全般を対象とする権利制限については、次のような意見があった。 
 

① 権利制限の当否 

 研究活動が社会全体に及ぼす効用にかんがみて、研究者が行う一定の著作物利用

について、権利制限が認められるべき範囲があることについては、一定の社会的な

コンセンサスがあるのではないかとの指摘があった。また、教育目的の著作物利用

については第 35 条の規定がある一方で、大学において、教育と研究の境界を明確

に取り扱うのは困難であることとの指摘があった。 
 一方、医学出版等では特定の研究者が読むことを想定して出版が行われている状

況にあることから、既存の著作物の流通市場への影響に配慮するべきとの意見や、

権利の集中管理により契約によって対応できるものについては権利制限の対象から

除外すべきとの意見など、権利制限の範囲について抑制的に考える意見もあった。 
 

② 権利制限を行う場合の対象範囲等 
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    仮に権利制限を行うとした場合の対象範囲・条件については、次のような意見が

あった。 
    ・ ヨーロッパの例では、非営利目的という制限をかけている場合が多いが、そ

のような要件であれば、企業における研究等まで無限定に広がることはないの

ではないか。 
    ・ 主体を限定することは不公平ではないか。仮に主体を限定しない場合には企

業の行う研究も含まれることとなるが、利益衡量により最終的に司法判断で決

する仕組みが必要ではないか。 
・ 非営利目的に限った上で、営利主体が行う研究の場合は補償金を課すなど別

途の方策を考えることや、営利主体が行う研究の場合は、別途検討が行われて

いるフェアユースの中で取り扱うということも考えられるのではないか。 
・ 契約によって利用することが実質的に不可能である場合には、権利制限をし

てもいいのではないか。 
・ 広い範囲の研究開発を想定した場合には、研究主体も千差万別であり、著作

物の性質や利用態様、公正な慣行などに応じて、具体的な個々のケースごとに

判断を要する一般条項的な要件の規定にならざるを得ないのではないか。 
 
（４） まとめ 

 

以上のとおり、早急に結論を得るべき研究開発分野として、情報解析分野の研究

開発目的での著作物利用については、具体に何が情報解析分野に該当するかという

点に関連する指摘はあるものの、一定の条件の下で権利制限を行うことについては

概ね意見の一致が見られた。 
その他研究全般に関する権利制限については、権利制限を行うことが適当と考え

られる範囲が存在することについては賛成意見が多かったが、権利制限が認められ

る主体のあり方や営利目的・非営利目的の区別の有無等、具体的な範囲や条件につ

いて、引き続き検討を行う必要があると考えられる。 
 
（５） いわゆるフェアユース規定の検討との関係について 
 

○ 研究開発における情報利用については、前述のように研究活動そのものは、非常

に幅広い主体が幅広い目的で行うものであり、一定の範囲を画すにしても規定は一

般条項的にならざるを得ないのではないかとの指摘もあった。 
この点、知的財産戦略本部／デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会

においては、権利制限の一般規定（いわゆる日本版フェアユース規定）についての

検討が進められている。この中では、個別の権利制限規定と一般規定との関係につ

いて、個別具体的、限定的な規定がある方が、適正・迅速な裁判の観点から有効で

あるとの意見がある一方で、一般規定が、個別の権利制限規定に含まれない事象に

ついての受け皿的な役割を果たすことが期待される旨の意見も出されている。 
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○ 仮に、研究開発における情報利用について、個別の権利制限規定を設けることを

検討する一方で、その要件が、一般規定と同様の要件となってしまう場合には、個

別の権利制限規定を検討する意義をどのように考えるかについては、なお検討が必

要である。例えば、一般規定と併せて検討を行うことも含めて、今後、知的財産戦

略本部の検討の動向を見つつ、その要件次第によっては、それを踏まえて検討を行

う必要が生じてくることにも留意すべきと考えられる。 
 
 

 

 

【参考：諸外国の立法例】 

 

○ドイツ著作権法４２ 
 

第 52a 条 授業及び研究のための公衆提供 
(1) 次の各号に掲げる行為は、その都度の目的上必要であって、かつ、商業的でない目的を追求する

ものとして正当とされるかぎり、許される。  
1． (略)  
2．公表された著作物の小部分、僅かな分量からなる著作物及び新聞又は雑誌に掲載された編集構

成物の少量を、専ら明確に限定された範囲の者のためにその者自身の学術研究を目的として、公

衆提供すること。  
(2) （略） 
(3) 第１項の場合においては、公衆提供のために必要とされる複製も許される。 
(4) 第１項に基づく公衆提供については、相当なる報酬を支払うものとする。この請求権は、集中管

理団体によってのみ行使することができる。 
 
第 53条 私的及びその他の自己の使用のための複製 
(2) 著作物の複製物の少量を製作し又は製作させることは、次の各号に掲げる目的に応じ、それぞれ

当該各号に定める条件に従う場合には、許される。 
 1． 自己の学術的使用に供するため 複製がその目的上必要と認められる場合にかぎる。 

 
 

○イギリス著作権法（事務局仮訳） 
 
 （研究及び私的学習） 
第 29条  
(1) 非営利目的の研究を目的とする文芸、演劇、音楽又は美術の著作物の公正利用は、十分な出所明

示を伴うことを条件として、著作物のいずれの著作権をも侵害しない。 

                                            
４２

 本山雅弘訳「外国著作権法令集(37)-ドイツ編-」（(社)著作権情報センター, 2007年） 
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(1B)(1)の目的での公正利用に関し、現実的に又はその他の理由により出所の明示が不可能な場合は、

これを要しない。 
 

 
○オーストラリア著作権法４３ 

 
第 40条 調査または研究のための公正利用 
(1) 調査または研究を目的とする言語､ 演劇､ 音楽もしくは美術著作物または言語､ 演劇もしくは音

楽著作物の翻案物の公正利用は､ 当該著作物に対する著作権の侵害にあたらない。 
(1A) 言語著作物 (講義録を除く) の公正利用は､ 教育機関に所属する外部学生による研究もしくは

調査の認可課程の目的でまたはこれに関連して行われる場合には､ 当該著作物に対する著作権

の侵害にあたらない｡  
(1B) 第(1A)項において､ 講義録 とは､ 講義または指導を行う者が研究もしくは調査においてまたは

これに関連して作成する言語著作物をいう｡  
(2) 本法において､ 言語､ 演劇､ 音楽もしくは美術著作物または言語､ 演劇もしくは音楽著作物の翻

案物の全部または一部を複製することによって行われる利用が､ 調査または研究のための当該著

作物または翻案物の公正利用にあたるか否かを判断するにあたって検討すべき事項には､ 以下を

含む｡  
(a) 取引の目的および特徴 
(b) 著作物または翻案物の性質 
(c) 当該著作物または翻案物を通常の商業的価格で合理的な期間内に入手できる可能性 
(d) 当該取引が､ 当該著作物または翻案物の潜在的市場または価値に及ぼす影響 
(e) 当該著作物または翻案物の一部のみが複製される場合  当該著作物または翻案物全体に対す

る､ 複製された部分の量および重要性 
(3) 第(2)項にかかわらず､ 調査または研究のための言語､ 演劇もしくは音楽著作物またはその翻案物

の複製による利用においては､  
(a) 当該著作物または翻案物が定期刊行物中の記事である場合――当該著作物または翻案物の全部

または一部が､  
(b) その他の場合――当該著作物または翻案物の相当部分を超えない部分が､  
調査または研究のための著作物または翻案物の公正利用の対象とみなされる｡  

(4) 第(3)項は､ 定期刊行物中の記事の全部または一部の複製による利用において､ 当該刊行物中の異

なる主題を扱う別の記事も複製されている場合には適用しない｡   
 
第 47B 条 コンピュータ・プログラムの通常の使用または研究のための複製 
(1)・(2) (略)  
(3) 第(4)項に従い､ コンピュータ・プログラムである言語著作物に対する著作権は､ 以下の場合には､ 

当該著作物の複製により侵害されない｡  
(a) 当該複製物が､ 当該プログラムの背後にあるアイディアおよび当該プログラムが機能する方法

                                            
４３

 岡雅子訳「外国著作権法令集(33)-オーストラリア編-」（(社)著作権情報センター, 2003年） 
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を研究する目的のために､ 当該プログラムのコピーを実行する技術的過程の一部として､ 付随

的かつ自動的に作成され､ かつ 
(b) 当該コピーの実行が､ 当該コピーの保有者または被許諾者によりまたはこれに代わり行われる

場合｡  
(4) 第(3)項は､ コンピュータ・プログラムの侵害コピーからの複製には適用しない｡  
(5) (略) 
 

 
○カナダ著作権法４４ 
 

調査又は私的研究 
29．調査又は私的研究を目的とした公正使用は、著作権を侵害しない。 
 
 

○アメリカ著作権法４５ 
 
第 107 条 排他的権利の制限：フェア・ユース  

第 106 条および第 106A 条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授（教室における

使用のために複数のコピーを作成する行為を含む）、研究または調査等を目的とする著作権のある著

作物のフェア・ユース（コピーまたはレコードへの複製その他第 106 条に定める手段による使用を含

む）は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考

慮すべき要素は、以下のものを含む。 
(1) 使用の目的および性質（使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む）。 
(2) 著作権のある著作物の性質。 
(3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。 
(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。 
上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実

自体は、かかる認定を妨げない。 
 

                                            
４４

 駒田泰士・本岡雅弘共訳「外国著作権法令集(26)-カナダ編-」（(社)著作権情報センター, 1999 年） 
４５

 山本隆司・増田雅子共訳「外国著作権法令集(29)-アメリカ編-」（(社)著作権情報センター, 2000年） 
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第５節 機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱いについて 

（デジタル対応ワーキングチーム報告） 
 
 
１ 検討の経緯 

 
機器利用時・通信過程における蓄積等（以下、総称して「一時的蓄積等」という。）に

ついては、平成１７年度のデジタル対応ワーキングにおいてその取扱いについて議論がな

され平成１８年の文化審議会著作権分科会報告書（第１章第３節デジタル対応ワーキング

チーム）（以下「１８年報告書」という。）では、「・・・法的予測可能性を高め、萎縮効

果を防止することにより、権利者や利用者が安心して著作物を流通・利用できる法制度を

構築する観点から、今後も立法措置の必要性について慎重な検討を行い、平成１９年を目

途に結論を得るべきとした。」とされている。 

これを踏まえ今般、新たな技術動向も見極めつつ、一時的蓄積等の著作権法上の取扱い

に関し、立法措置のあり方について検討を行った。 

 
（１） １８年報告書における整理 

 
    １８年報告書では、一時的蓄積等のうち瞬間的・過渡的な蓄積は、複製に該当しな

いと整理した上で、それ以外について、複製に該当しうる「一時的固定」として権利

を及ぼすべきか否かを検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

検討に際しては、まず、「瞬間的・過渡的な蓄積でない一時的蓄積（一時的固定（複

製））については、現に日常的に行われているような機器の通常の使用や円滑な通信

に支障が生じる場合などは、権利を及ぼすべきではない場合が多い」とした上で、

権利を及ぼすべきではないとする許容性（権利制限という方向性を採る場合の許容

性）について、「権利者は一時的固定の前段階である媒体への固定やアップロード等

の行為に対して権利を行使する機会があり、その時点で、その後の著作物の視聴等

を予測することができるのであるから、販売機会を失うなど、権利者に現実的な経

済的不利益を与えることは想定されず、権利制限の許容性を有していると考えられ

る」としている。 

このうえで、一時的固定のうち、権利を及ぼすことが適当ではないと考えられる行

 

一時的蓄積

瞬間的・過渡的な蓄積

一時的固定（複製）

複製に該当しない

権利を及ぼすべき
であるか否か？

必要な立法的措
置について検討
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為は、次のａ～cの要件（以下「３要件」という。）の全てを満たすべきとされた。 

 

ａ 著作物の使用又は利用に係る技術的過程において生じる 

ｂ 付随的又は不可避的（著作物の本来の使用・利用に伴うもので、行為主体の意

思に基づかない） 

ｃ 合理的な時間の範囲内 

 

さらに、上記３要件に基づき、一時的固定の代表的な事例が以下のように整理され

ている。 

 

 

ア 瞬間的・過渡的な

蓄積であり「複製」

ではないもの 

イ 一時的固定(複製)のうち上

記ａ～ｃ要件に該当すると考

えられるもの 

ウ 一時的固定(複製)のうち

上記ａ～ｃ要件から外れる

と考えられるもの 

(ⅰ)コンピュー

タにおけるプロ

グラムの実行 

・処理装置(ＣＰＵ)の

読込み 

・ビデオＲＡＭへの書

込み 

・主記憶(ＲＡＭ)への蓄積  

・補助記憶のドライブキャッシ

ュ 

・ＣＰＵにおける１次キャッシ

ュ／２次キャッシュ 

・主記憶(ＲＡＭ)への蓄積

（常時蓄積） 

(ⅱ)デジタルテ

レビの視聴 

・圧縮音声・映像デー

タのバッファへの蓄

積 

・データ放送用データのＲＡＭ

への蓄積  

・ＨＤＤへの一時的な保存

（タイムシフト機能等） 

(ⅲ)ネットワー

クにおけるデ

ータの伝達 

・電子メール等の伝達

過程における蓄積 

・利用者のコンピュータ内のキ

ャッシュ  

・中継サーバーにおけるキャッ

シュ 

・ミラーサーバーにおける蓄

積 

 

（２） 本年度の検討方針 

１８年報告書においては、 

（Ａ）機器等を用いて著作物の視聴等を行う場合に機器内部で技術的に生じる一時

的蓄積行為と、 

（Ｂ）情報通信過程において送信の効率化等のために蓄積装置等を設置して行う蓄

積行為及び送信行為を、 

包括的に「一時的固定」の問題として整理し、権利を及ぼすべきでない範囲の要件

が検討された。 

この結果、１８年報告書では「技術の進展に伴い、様々な形態の一時的固定が出現

しており、また今後も出現することが予想されるため、上記ａ～ｃの要件では、権

利を及ぼすべきではない場合のすべてを対象とすることは困難である４６と考えられ

る」ことから、「必要な場面を想定し、個別に別個の権利制限規定を設けるなど、必

要な措置を追加して検討する必要があると考えられる」とされている。 

                                            
４６ 例として、通信の効率性を高めるために行われるミラーサーバーにおける蓄積や、災害時等のサーバーの故障に備えた

Webサイトのバックアップサービスなどは、要件から外れてしまうが、通信の効率性や安全性の観点から、権利を及ぼす

べきではないとする社会的な要請が強いと考えられるとされている。 
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しかしながら、実際の状況に鑑みると、（Ａ）と（Ｂ）では、蓄積行為の目的や態

様など検討の前提が異なっているため、結果として本来権利を及ぼすことが適当で

ないと考えられる行為の全てが捕捉できていなかったものと考えられる。 

具体的には、（Ｂ）の蓄積行為及び送信行為は、技術的な過程において付随的又は

不可避的に生じるものとして位置づけるというよりは、むしろ情報伝達の効率化や

通信伝達の信頼性確保などの理由に伴い蓄積装置を設置して行う積極的な行為とし

ての観点から、権利を及ぼすべきでないとする場合の要件を検討することが適当な

場合が多いと考えられる。また、（Ｂ）の場合には蓄積行為に送信行為が伴うことも

留意する必要がある。 

他方、（Ａ）の一時的蓄積行為については、１８年報告書の基本的枠組において議

論することが適切であるが、立法措置を講じるに当たっては、技術動向等に左右さ

れないようなものとすべく、権利を及ぼすべきではない行為が満たすべき３要件を

再度詳細に検討すべきであると考えられる。 

そこで、（Ａ）と（Ｂ）について、別々に検討を行った。 

 
 
２ 機器利用時における一時的蓄積の取扱いについて 

 
（１） １８年報告書の要件の再検証 

 
１８年報告書の３要件について再検証をしてみると、１８年報告書で権利を及ぼす

べきではないと整理されている行為類型であっても、例えばブラウザキャッシュの

蓄積やＲＡＭへの蓄積などの事例については、３要件のうち、ｃの「合理的な時間

の範囲内」という定量的な時間の要素に基づく要件には必ずしも該当しない場合が

ありうるといえる４７。 

以下では、こうした状況を踏まえ、１８年報告書の要件であるｃ「合理的な時間の

範囲内」について更なる検証を行い、技術動向に左右されないような修正の方向に

ついて検討することとする。 

 

（２） 要件の考え方について 

 
① 「合理的な時間の範囲内」という要件の含意 

１８年報告書において、一時的蓄積物が「合理的な時間の範囲内」であることと

いう要件が検討された背景としては、結局のところ、利用者にとって著作物等の実

質的な価値は視聴等により生じるものであるが、一方で視聴等の行為を排他的権利

の対象とすることは現実的ではないことなどから、半永続的に反復継続される視聴

                                            
４７例えばブラウジングの際のブラウザキャッシュは、ユーザー側の設定次第ではかなり長い期間残存しうることから、必

ずしも客観的に「合理的な時間の範囲内」にとどまるかは明瞭でないと考えられる。また不揮発性のＲＡＭに蓄積された

情報は、電源を切ることで消去が予定されているわけではないため、ハードディスクと同様に使用されるような場合もあ

りえるが、同様に「合理的な時間の範囲内」にとどまるかは不明瞭であると考えられる。 
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等の行為の元栓として複製行為に関して対価回収機会を設けることを複製権の重要

な趣旨の一つであるとする観点を踏まえつつ、 

・ 機器等により著作物等の蓄積がなされている間は、作成された蓄積物を利用し

て一度ないし複数回４８にわたり当該著作物等の視聴等４９が行われることが予定

されている。 

・ しかし、この蓄積物が「合理的な時間の範囲」で消去されるのであれば、視聴

等の行為も長期的には反復されることはない。 

・ すなわち、この蓄積物は、独立した複製物としての価値を持たず、複製権を及

ぼすには値しない。 

という考え方があったといえる。 

利用者の適法な機器利用の確保と権利者の権利の適切な保護の双方を踏まえれば、

この含意に基づき、仮に長時間に渡って蓄積物が残存したとしても、実質的に当該

蓄積物を「複製物」として利用したと評価するには及ばない程度であれば、そのよ

うな蓄積行為について複製権の対象とならないようにするというように要件を再検

討することが適切と考えられる。 

 

② 複製権を及ぼすべきでない範囲 

上記の考え方を踏まえれば、「合理的な時間の範囲内」という定量的な時間の要素

ではなく、むしろ、より一般化した形でその含意を要件化することが適切であると

考えられる。具体的には、 

a 視聴等行為に合目的的な蓄積であること 

ｂ 上記蓄積を伴う視聴等行為が合理的な範囲内のものであること 

・蓄積が、合理的な範囲内での視聴等行為に合目的的なものとして行われること 

・蓄積後において、視聴等行為が合理的な範囲内で行われること 

とすることにより、１８年報告書の際に想定されていた複製権の対象とすべきでは

ない範囲を蓄積の定量的時間に左右されずに担保できるものと考えられる５０５１。 

なお、視聴等行為が「合理的な範囲」内か否かは、所与の技術体系下において社

会に一般的と認められる機器利用の態様から客観的に判断されるべきである５２５３。

                                            
４８ ＲＡＭへの蓄積やブラウザキャッシュ等は頻繁な処理を高速化するための蓄積である。 
４９ ここでは、支分権が及ばない行為であるという意味で「視聴等」（ただし、特にプログラムを明示する場合は「使用」）

と呼称することとする。 
５０ 支分権が及ぶ行為（複製、公衆送信、演奏、上映等）でも支分権が及ばない視聴等行為でも、機器を利用してそれらの

行為を行う際に付随的又は不可避的に生じる蓄積の技術的態様は同様と考えられるため、機器利用の円滑化の観点から、

当該要件のもとで同様に複製権が及ばないものとすべきである。支分権が及ぶ行為が違法に行われる場合も同様である。 
５１ なお、本要件を満たさず、権利を及ぼさないこととならない場合であっても、別の権利制限規定が適用される場合があ

りうる（例えば、私的使用目的であれば第30条、自ら複製物を所有しているプログラムの場合であれば第47条の2など）。 
５２ 現行法下でも、ＲＡＭへの蓄積について、「前記（説明略）のような一時的・過渡的な性質故に、著作権法にいう「有

形的な再製」というに至らないものと解すべきである」とした裁判例（平成12年05月16日東京地裁、事件番号平成

10(ワ)17018）がある。本件は「複製ではない」と規範的に解釈することにより複製権が及ばないものとしているが、本

規定案の解釈の参考になる事例であると考えられる。 
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すなわち、定量的な時間の要素は「合理的な範囲内」を図る尺度の一表現ではある

が、必要条件とはならない。 

 

［要件適用の具体的イメージ例］ 

 ブラウザキャッシュの例では、一般に行われている視聴方法でブラウザによりオ

ンラインの著作物等を視聴している限りにおいては、その際に生じる蓄積物（ブラ

ウザキャッシュ）を作成する行為は、本要件に該当すると考えられるが、例えば、

ユーザーが設定を変更して、ブラウザで予定されている範囲を超えて視聴等を行う

ことを意図して蓄積する場合や、蓄積後に他のアプリケーションを用いて視聴等を

行うなどしてこの蓄積物をいわば独立した複製物として視聴に供するような場合に

は、本要件には該当しないものと考えられる（ただし、このような場合であっても、

私的使用目的の場合（第30条）など、他の権利制限規定の対象となる場合はありう

る）。 

 

③ 関連する論点 

このような要件とした場合、利用者が当該蓄積物を利用して行う視聴等行為が、

合理的な範囲を超える場合であっても、それが意図せずにたまたま行われたもので

あるならば、利用者保護の観点から、複製権を及ぼさないよう整理すべきである。 

また、一意には定まらない「合理的な範囲」という要件を採用することは、複製

権が及ぶべき範囲とそうでない範囲の判別の曖昧さは残るため、現実の条文の検討

に際しては、要件の意図をより明確に表現することに留意が必要であるほか５４、１

８年報告書の②の要件中「行為主体の意思に基づかない」については、行為主体が

技術的に蓄積が生じることを認識している場合に不安定性が生じることから、同じ

く曖昧さを避けるべく見直すことが適当である。 

 

（３） 結論 

 

  以上を踏まえれば、機器利用時の一時的蓄積については、次の 

ａ 著作物等の視聴等に係る技術的過程において生じる、 

ｂ 付随的又は不可避的で、 

ｃ 視聴等に合目的的な蓄積物であって、当該技術及び当該技術に係る一般的な

機器利用の態様に照らして合理的な範囲内の視聴等行為に供されるものである

こと、 

を満たすものについて、権利を及ぼさないよう立法的措置を講ずることによって、機

器の通常の利用における法的予測性を高め、萎縮的効果を防止することができるもの

と考えられる。 
 

                                                                                                                                        
５３ プログラムについては、業務上の使用が多く、他の著作物等より一度の使用時間が比較的長い場合も多いと考えられる 

こと、業務上使用される場合のプログラムの公衆送信の態様は様々なものがあると考えられることから、プログラムの使

用にかかる「合理的な範囲」は、利用態様毎の技術的背景に照らして柔軟に判断すべきであると考えられる。 
５４ 例えば、利用者が蓄積物を独立した複製物として利用する場合や、当該蓄積物を再度複製するような場合（ブラウザキ

ャッシュを別途複製して保存するような場合）は対象外となることを一般的に明示するなどが考えられる。 
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３ 通信を巡る蓄積等の行為に関する法制上の論点について 

 

（１） 問題の所在 
 

情報処理技術や伝送技術の発達に伴い、社会生活における情報サービス利用の重要

性がますます増大している一方、情報の大容量化・ブロードバンド基盤の整備によ

り、ネットワーク上を流通するトラフィックが毎年増加傾向にある。このような問

題に対処するためには、より迅速かつ効率的に情報をやりとりするようなシステム

を社会全体として構築することが必要であり、ネットワーク伝送過程における頻繁

なアクセスによる通信量の増加を防ぐためのキャッシュサーバー等の仕組み等の導

入が重要となっている。 

また、情報化社会においては、ネットワーク上で流通する情報量は膨大であり、そ

れらが持つ価値も極めて大きい。したがって、このような情報を物理的要因に影響

されずに提供可能な状態におくため、ミラーサーバー等を活用した信頼性（常に安

定的に機能を果たせること）向上のための措置の重要性も増している。 

 

上記の仕組みや措置において行われる、著作物等の蓄積や、蓄積された著作物等を

用いて行う送信（以下「蓄積等」という。）は、著作権法上の権利の対象となる場合も

考えられるが、このような通信を巡る蓄積等の行為については、その著作権法上の位

置づけがこれまで不明瞭であったことから、このような取組を推進する上での萎縮要

因として働いていたとの指摘がなされている５５。 

本小委員会では、こうした状況を踏まえ、通信を巡る蓄積等の行為について、１ 検
討の経緯で述べたとおり、「一時的固定」という観点ではなく、通信の円滑化、効率性

や信頼性等の観点から、著作権法上の権利を及ぼすべきでない範囲５６とその具体的対

応のあり方について総合的に検討した。 

 
（２） 通信を巡る蓄積等の行為に関する検討の視点 

 

① 検討対象の範囲 

 

通信を巡る蓄積等の行為に関し検討の対象とすべき範囲は、その目的及び行為態

様により分類することができる。 

まず、目的に着目した場合、i) 通信の円滑化・効率化を目的とする行為、ⅱ）提

供する通信ネットワークの信頼性向上を目的とする行為、及びⅲ）社会的要請の充

足その他の目的から行われる行為、に分類することができる。 

                                            
５５ 総務省の「ネットワークの中立性に関する懇談会報告書」（平成19年9月ネットワークの中立性に関する懇談会）に

おいて、通信インフラの安定的な運営の観点から著作権を巡る論点についても触れられているところである。 
５６ ここでは、権利制限、免責規定などの措置を「権利を及ぼさないこととする措置」として総称するものとする。 
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また、行為態様に着目した場合、ⅰ）通信の過程における行為と、ⅱ）通信の過程

における行為ではないが、通信に付帯して行われる行為、に分類することができる。 

   以上の分類に基づき、具体的な検討対象である行為類型を整理すると以下のよう

なものが挙げられる。 

 

※ なお、本報告書では、著作物等を最初に送信する者から、当該著作物等を受信して

享受する者までの一連の伝送過程を「通信の過程」と捉え、最初の送信者の送信行

為自体（蓄積型送信の場合は当該蓄積行為も含む）及び最後の受信者の受信行為自

体（当該受信によって蓄積が行われる場合は当該蓄積行為を含む）は含まないもの

としている。 

 

ア 通信の円滑化・効率化を目的として、当該通信の過程で行われる行為 

・ 伝送過程での中継・分岐の際などに起こる瞬間的・過渡的な蓄積等の行為（た 

だし、瞬間的かつ過渡的な蓄積であることから、そもそも複製には当たらない

ものと整理されると解される。） 

・ フォワードキャッシュやリバースキャッシュ等のシステム・キャッシングの

際の蓄積（送信者と受信者の間での情報送信を可能な限り省略し、処理速度の

向上等を図ることを目的として、サーバーの記録媒体になされる蓄積等とその

際に生じるメモリへの蓄積） 

 

イ 提供する通信ネットワークの信頼性向上を目的として、通信に付帯して行われる行為 

・ ミラーリングの際の蓄積等（アクセスが集中するマスターサーバーの負荷を

分散させることを目的として、別のサーバーの記録媒体になされる蓄積等とそ

の際に生じるメモリへの蓄積） 

・ 電気通信設備の損壊や機能障害等が原因で送信者から受信者への著作物等の

伝送の完成に支障が生じるおそれがある場合、当該支障を回避して受信者への

伝送を完成させる目的のために、通信に供される著作物等を一時的に他の記録

媒体に行う蓄積 

 

ウ 社会的要請の充足その他を目的として、通信の過程で行われる行為 

・ フィルタリングの際の蓄積等（有害サイトやウイルスか否かをメモリ内のソ

フトウェアで判定する等の社会的な要請５７に基づき行われる蓄積等） 

等 

 

                                            
５７ これに関連し、有害サイトについては、携帯電話事業者が18歳未満の携帯電話利用者に対してフィルタリングサービ

スを提供することを原則義務化する等の内容を有する「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備

等に関する法律（平成20年法律第 79号）（通称「青少年インターネット利用環境整備法」）」が平成20年6月 11日

に成立している。ウイルスについても、IT新改革戦略（平成18年 1月 19日 IT戦略本部決定）で「情報セキュリティ機

能を活用できる IT製品・サービスの積極的な提供や新たな IT機器に対応するフィルタリングソフトの開発を促進する」

とされている。 
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② 検討に当たっての留意事項 

これらの通信の過程における蓄積等や通信に付帯して行われる蓄積等の行為に関

する法的安定性の確保を検討するに当たっては、通信事業者の立場からは、これら

の蓄積等は通信の媒介者としての行為に過ぎないのであるから、例えば、その行為

主体を送信者であると解する、又はそのように法定することによる解決策を採るべ

きとの主張もなされたところである。しかしながら、実際には、著作権法の解釈上、

これらの蓄積物の作成主体が原則として送信者であるとは考えにくく、法定という

手法も困難であると考えられること、また、仮に法定することができたとしても様々

に解釈される可能性もあることなどから、このような方法で安定的に対処すること

は極めて難しい。 

また、権利を及ぼすべきでない範囲を検討するに際しては、通信の過程における蓄

積等や通信に付帯して行われる蓄積等にかかわる蓄積装置の設置主体に着目した整

理（例えば、電気通信事業法の規定に基づき届出を行った又は登録を受けた電気通

信事業者の行う蓄積等については権利が及ばないこととする等）も考えられる。し

かしながら、通信の過程における蓄積等や通信に付帯して行われる蓄積等にかかわ

る蓄積装置の設置主体は、実態としては、通信の秘密の遵守義務が課せられている

「電気通信事業者」及び「『届出・登録を要しない電気通信事業』を営む者」のみな

らず、LAN を設置する大学や企業など広範にわたるため、一概に特定することは困

難であることから、設置主体の属性に着目して蓄積等の取扱いを区別することは慎

重に検討することが必要であると思われる。 

 

 

（３） 法的評価について 

 

現行の著作権法においては、通信の過程における蓄積等や通信に付帯して行われる

蓄積等の行為に関する法的安定性の確保を目的とした特別の規定は存在しないため、

その取扱いは解釈に委ねられる。したがって、まずは法目的に照らしつつ、現行法

下での解釈による対応の可能性を模索し、その適否を検討する必要がある。 

 

① 現行法での法的安定性の検証 

 

ａ 契約・権利者の意思の推認等による対応可能性 

 

一般に、権利者の許諾を得て適法にコンテンツを配信するサービスなどの場合、

その配信者が、（２）①で掲げた目的のために行う通信の過程における蓄積等や

通信に付帯して行われる蓄積等の行為については、そのコンテンツの権利者との

事前の契約による対処が可能であると考えられる５８。 

                                            
５８ なお、著作権法第63条5項によって、送信設備を持つコンテンツプロバイダーとコンテンツホルダー（権利者）との

間で著作物等の送信にかかる契約がある場合は、たまたまコンテンツプロバイダーが送信にかかる装置、回数について当
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他方、プロキシサーバー等における受信者側からの求めによるシステム・キャ

ッシング等においては、ネットに接続した世界中のサーバーから受信者が求める

著作物等を利用することについて事前に許諾を得ることは困難である。 

この点については、例えば、権利者は自らの著作物等をネットワーク上で伝送

する場合、その中継過程における蓄積等によって著作物等の円滑な伝送という利

益を享受していることを認識しているものとしたうえで、権利者が最初の公衆送

信を許諾した場合には、中途過程における蓄積等も、一般に黙示的に許諾されて

いると推認することができるとの考え方がありえよう。また現実には、公衆への

送信が行われる場合は、権利者は最初の送信行為に対して権利行使ができること、

仮に最終的な受信後に何らかの支分権が及ぶ行為が行われれば当然その行為に

対しても権利行使機会が確保されていることから、通信の過程における蓄積等や

通信に付帯して行われる蓄積等において、（２）①で掲げた目的のためだけに一

定の条件のもとで適切に行われるものに対して、権利者が販売機会の喪失等の経

済的不利益を主張する根拠も乏しいものと思われる。 

しかしながら、必ずしも全ての権利者が上記のような事実を認識しているとの

保証はないうえ、権利者の許諾を得ず違法に著作物等が送信される場合について

は、蓄積等について契約や黙示の許諾の推認によって対応することは無理である。

また、仮に権利者が権利を行使するとした場合、一般的には著作物等を最初に違

法に送信した者が対象になると考えられ、通信の過程で行われる蓄積等や通信に

付帯して行われる蓄積等の行為に対してまで権利行使が行われる可能性は小さ

いであろうが、このようなリスクが全く払拭されるわけでもない。 

なお、通信の過程における蓄積等や通信に付帯して行われる蓄積等の行為のよ

うに頻度が高く一般的に行われている行為に対して権利者が権利行使すること

は、社会的妥当性を超えたものであり、権利濫用として許されないとする考え方

もありえるが、この法理の適用自体、かかる行為の適法性を予め保証するもので

はないことから、その法的リスクを完全に払拭するものとはならない。 

以上を踏まえれば、通信の過程における蓄積等や通信に付帯して行われる蓄積

等の行為について、直ちに問題が生じているとは考えにくいものの、契約や権利

者の意思の推認等による対応だけでは、法的安定性が十分に保証されうるとは言

い難いと考えられる。 

 

ｂ プロバイダ責任制限法による対応可能性 

 

プロバイダー事業者、サーバー運営者などの電気通信役務提供者の責任を制限

する法規として代表的なものに特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及

び発信者情報の開示に関する法律（平成十三年法律第百三十七号）（以下「プロバ

イダ責任制限法」という。）がある。 
プロバイダ責任制限法によって制限される特定電気通信役務提供者の責任は、

                                                                                                                                        
該契約に違反しても権利侵害を問われることはない。 
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送信者が他人の権利を侵害する情報を流通させることにより生じる損害について

の間接的な不作為責任であると考えられる。 

そのため、特定電気通信役務提供者は、例えば当該特定電気通信役務提供者が

提供する特定電気通信設備を通じて他の者（プロバイダ責任制限法では「発信者」）

によって「特定電気通信による情報の流通」による他人の権利の侵害がなされる

（著作権等の侵害を例にあげれば、著作物等が違法に自動公衆送信される）こと

により生じる損害についての間接的な不作為責任は制限されるものの、当該発信

者が送信した著作物等を当該特定電気通信役務提供者がミラーリングのために行

った蓄積自体が複製にあたる場合などの責任までは免責されていないとの解釈が

成り立ち得る。 

したがって、本法によって、法的リスクを払拭することはできないと考えられ

る。 
 

② 立法措置による対応可能性 

権利を及ぼさないこととする措置については、著作物等の公正な利用を図るとい

う観点から設けられるものであることから、権利者の私権との調和を図りつつ検討

することが必要である。 

また、ベルヌ条約第９条(２)や、ＴＲＩＰＳ協定第１３条及び著作権に関する世

界知的所有権機関条約（ＷＣＴ）第１０条(２)に規定されているスリー・ステップ・

テストの要件を満たす必要があることは言うまでもないことから、以下ではこれら

の点について吟味する。 

 

ア 立法措置の必要性があると認められる事実 

 

２）①における蓄積等の行為のうち、アに掲げた通信の円滑化・効率化を目的と

する行為については、通信の質的向上を通じて、高度情報化社会・ネットワーク化

社会におけるインフラとしての役割の強化に資するものであり、公益性を有するも

のであることから、権利を及ぼさないとする必要性が認められよう。 

イに掲げた通信ネットワークの信頼性向上を目的とする行為は、著作物等を送信

者から受信者に確実に到達させるために行われるものであり、ユーザーの利便性向

上のみならず、権利者にとっても著作物等の安心できる流通手段の選択肢を持つこ

とができるという点で有益といえる。加えて、当該行為は、著作物等の提示や提供

自体を目的とするものではなく、かつ、当該行為者は、予め違法に流通する著作物

等のみを除去して蓄積等を行うことも、現実的ではないことから、権利者から事前

に利用許諾を得て対処することは困難であり、権利を及ぼさないとする必要性は認

められる。 

他方、ウに掲げた社会的要請の充足その他を目的として行われる行為については、

通信自体のための行為ではないため、その目的に照らし合わせつつ、権利保護と利

用の比較衡量の観点から個別に立法措置の必要性が判断されるべきである。例えば、

有害情報のフィルタリングについては、青少年の健全な育成に影響を及ぼすような
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有害情報から青少年を保護する法的要請がある。また、ウイルスのフィルタリング

については、コンピュータウイルスの無差別な攻撃からネットワークを保護するた

めに有益な方法であることは、社会的なコンセンサスがあると考えられる。そして、

いずれについても、著作物等自体を享受することを目的としないものであるから、

その目的の範囲内であれば、権利を及ぼさないこととする必要性は認められよう。

なお、立法措置を講ずる場合であっても、目的の範囲が曖昧とならないよう、具体

的規定に当たっては十分な配慮が必要である。 

 

イ 立法措置に対する許容性を判断する上での留意点 

 

    他方で、これらの蓄積等の行為については、場合によってはそれにより権利者が

経済的不利益を被ることも考えうることから、立法措置の検討に当たっては、上述

したような必要性に対して十分に応えつつも、その一方で、権利者の私権との調和

及び条約規定との整合性の観点から、権利者が被る経済的不利益の態様・程度を考

慮することが必要である。具体的には、以下の点に留意する必要がある。 

ａ まず、前提として、アにおいて必要性が認められた目的、及び以下に掲げるよ

うな諸条件を満たさない蓄積等の行為は、そもそも権利を及ぼさない対象から外

れることは言うまでもないが、加えて、これらの条件を事後的に満たさなくなっ

た場合についても、当然のことながら権利が及ぶものとすべきである。 

 

ｂ 通信の過程における蓄積等及び通信に付帯する蓄積等の行為は、最初の送信者

によって著作物等が違法に公衆送信された場合には、違法な公衆送信を促進し、

権利者の利益を不当に害するおそれがある。したがって、その通信の過程におい

て又は通信に付帯して当該著作物等を蓄積等した者が、その事実を「知っていた

場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合」は、当該蓄

積等の行為は権利を及ぼさない対象から除外されるべきである。なお、著作物等

の違法な流通の事実を「知っていた場合又は知ることができたと認めるに足りる

相当の理由がある場合」の具体的考え方については、当該蓄積等を行った者に過

大な負担を負わせることは現実的ではないことから、プロバイダ責任制限法との

整合性を確保する形とすることが妥当であるといえる。 

 

ｃ 通信に付帯する蓄積等の行為については、外形的には著作物等自体を享受する

ための複製行為と区別することが困難であり、また、そのような複製行為として

機能する可能性は小さくないことから、特に権利者の利益を不当に害することの

ないよう留意することが不可欠である。したがって、アに掲げた目的に合目的的

な蓄積等の行為であって、その態様に照らして合理的な範囲内において行うもの

であること等を要件とし、その要件の解釈については、所与の目的に照らし合わ

せて厳格になされるべきであるとともに、権利者の利益を不当に害する場合には、

権利を及ぼさない対象から除かれるものと整理される。 
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ｄ また、Ｐ２Ｐ（ピア・ツー・ピア）型の通信技術を活用し、利用者が著作物等

をアップロードできるファイル交換ソフトにより、違法に著作物が流通している

場合においては、権利者が最初のアップロードをした者に対して権利行使をした

後であっても、中継過程の蓄積及び公衆送信の態様によっては、著作物の違法な

流通を助長し、著作権侵害の著しい拡大を招来する場合がある。このような場合

の中継過程における蓄積及び公衆送信については、権利が及ばないとした場合、

著作物の通常の利用を妨げ、権利者の正当な利益を不当に害することとなり、ス

リー・ステップ・テストの要件を満たさないおそれがあることから、権利を及ぼ

さない対象からは除外されるものと整理される。 

 

なお、Ｐ２Ｐ型通信を用いた著作物等の送受信については、送信者から送信され

る著作物等を受信して複製を行う受信者の端末内にて当該受信により自動的に作成

された複製物がさらに他者に送信される場合があるが、通信の技術体系から見た場

合、当該受信者の端末からの送信行為は、通信ネットワークの負荷分散につながる

側面を有するものであり、当該受信者の端末における複製及び送信行為について権

利を及ぼさないことが事業者及び利用者の法的安定性につながるとの意見が出され

た。しかし、このような行為は、著作権法上の観点から整理した場合、著作物等の

提供及び享受自体に関わる行為であり、本ワーキングで定義した通信の過程におけ

る蓄積等には含まれず、今回の検討対象とはしていない。本件については、通信の

技術体系の実態を十分に踏まえつつ、事業者及び利用者の法的安定性確保について

課題抽出に向けた取組が求められよう。 

 

ウ 具体的な規定のあり方 

 

具体的な規定のあり方については、上述のア及びイの論点への対処が可能となる

よう検討することが必要である。具体的には、ⅰ）一定の制約要件を設けた上で全

ての蓄積等の行為について包括的に権利を及ぼさないこととする方法、ⅱ）通信の

過程における蓄積等の行為及び通信に付帯して行われる蓄積等の行為のうち権利を

及ぼさない対象を、システム・キャッシングやミラーリング等の機能毎に列挙する

方法、ⅲ）ⅰ）及びⅱ）を組合せた方法、すなわち、主たる権利を及ぼさない対象

を機能毎に列挙した上で、それ以外については一定の制約要件の下で権利を及ぼさ

ないとする方法、その他の方法などが考えられるところであるが、それぞれ以下の

ような論点が存在することに留意する必要がある。 

ⅰ）については、例えば、権利者の正当な利益を不当に害しない場合に限るなど

の形で制約を設ける方法が考えられるが、技術進歩に対して柔軟に対応可能である

反面、権利が及ばない範囲については司法の判断に委ねられることから、事業者の

法的安定性が十分に担保できるような工夫が求められよう。ⅱ）については、列挙

した機能については、高い法的安定性が期待できる反面、技術動向への柔軟な対応

には課題が残るほか、列挙されない機能については反対解釈のおそれが懸念される。



 62

ⅲ）については、ⅰ）及びⅱ）の要素を整合的に構成できるかが論点となろう。 

他方、これらの規定のあり方の検討に当たっては、立法技術上の可否についても

十分に精査することが必要であり、いずれにせよ、上述のア及びイの論点を十分に

踏まえたものとなるような構成とすることが必要である５９。 

 

（４）検討結果 

 

以上を踏まえれば、通信の円滑化・効率化等を目的として、通信の過程における蓄

積等の行為及び通信に付帯して行われる蓄積等の行為の法的安定性を確保することは

重要であり、そのためには、かかる行為に対して権利が及ばないこととする立法措置

を講ずることが望ましいといえる。 

ただし、立法措置に当たっては、今回の検討対象外の行為類型に対する法制上の現

行解釈に影響を及ぼすことのないよう留意することが必要である。また、将来的な技

術の発展によって生じうる新たな行為類型については、それらに対して、直ちに権利

が及ぶような反対解釈は避けられるべきである。 

なお、具体的な立法措置のあり方については、立法技術上の制約を踏まえつつ、ま

た、著作権法制の見直しに係る動向にも十分留意しつつ、上述（３）②のア及びイの

論点を十分に踏まえたものとすることが必要である。 

                                            
５９ なお、立法技術上の制約と事業者の法的安定性の確保の両立を考慮した場合、通信を巡る蓄積等に限定せず、より包

括的な権利制限の枠組みでの対応もあるのではないかとの意見もあった。 
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第６節 その他の検討事項 

 
 

○ 以上の課題のほか、本小委員会の検討課題としては、通信・放送の在り方の変化へ

の対応などが残されている。本件については、現在、総務省／情報通信審議会／通信・

放送の総合的な法体系に関する検討委員会において検討が進められており、本小委員

会としても、その議論に留意しながら、時宜を逃さずに検討を続けることとする。 
 

○  また、このほか知的財産戦略本部／デジタル・ネット時代における知財制度専門調

査会においては、「知的財産推進計画 2008」において今年度中に結論を得るべきこと

とされている、権利制限の一般条項（いわゆる日本版フェアユース）をはじめ、著作

権法制に関係する種々の課題についても検討が進められている。本小委員会としても、

今後、これらの課題について、その議論の動向を見守りつつ、より詳細の制度設計に

ついて検討を要する場合などには、必要に応じて検討を行うこととしたい。 



 

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会委員名簿（平成２０年９月現在） 

 

 

 青 山 善 充  明治大学法科大学院教授 

 大 渕 哲 也  東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 

 清 水   節    東京地方裁判所部総括判事 

 末 吉   亙  弁護士 

 茶 園 成 樹  大阪大学大学院高等司法研究科教授 

 道垣内 正 人  早稲田大学大学院法務研究科教授、弁護士  

主査代理 土 肥 一 史    一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 

 苗 村 憲 司  駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部教授 

主査 中 山 信 弘    東京大学名誉教授、弁護士  

 前 田 陽 一  立教大学大学院法務研究科教授 

 松 田 政 行    弁護士、中央大学法科大学院客員教授 

 村 上 政 博  一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 

 森 田 宏 樹  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 山 本 隆 司  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

  

（以上１４名） 
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デジタル対応ワーキングチーム（機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱い） 

委員名簿（平成２０年８月現在） 

  

◎茶 園 成 樹  大阪大学大学院高等司法研究科教授 

○末 吉   亙  弁護士  

奥 邨 弘 司  神奈川大学経営学部准教授 

 島 並   良  神戸大学大学院法学研究科教授 

 山 地 克 郎   （財）ソフトウェア情報センター専務理事 

光 主 清 範   （株）東芝知的財産部デジタル著作権担当部長 

 中 川 文 憲  （社）コンピュータソフトウェア著作権協会事業統括部法務担当マネージャー 

 浅 羽 登志也  （株）インターネットイニシアティブ取締役副社長 

 東 条 続 紀  （株）ＫＤＤＩコア技術統括本部ネットワーク技術本部知的財産室室長 

（以上９名） 

※◎は座長、○は座長代理 

 

 

 

司法救済ワーキングチーム 

委員名簿（平成２０年８月現在） 

  

◎大 渕 哲 也  東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 

○山 本 隆 司  弁護士  

上 野 達 弘  立教大学法学部国際ビジネス法学科准教授 

 平 嶋 竜 太  筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授 

 前 田 陽 一   立教大学大学院法務研究科教授 

横 山 久 芳   学習院大学法学部法学科准教授 

  

（以上６名） 

※◎は座長、○は座長代理 
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文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議経過 

 

【第７期】 

 第１回 平成１９年３月１９日 

・ワーキングチームの設置 

・今期の検討事項について 

 

 第２回 平成１９年４月２０日 

  ・デジタルコンテンツの特質に応じた制度の在り方について                  

・海賊版の拡大防止のための法的措置の在り方について 

   （(社)コンピュータソフトウェア著作権協会からのヒアリング） 

 

第３回 平成１９年５月１１日   

・デジタルコンテンツの特質に応じた制度の在り方について 

   ・海賊版の拡大防止のための法的措置の在り方について 

    ・各ワーキングチームからの報告 

     （ワーキングチーム員及び検討事項について） 

              

第４回 平成１９年６月７日   

・デジタルコンテンツの特質に応じた制度の在り方について 

    ・海賊版の拡大防止のための法的措置の在り方について 

     （警察庁及び法務省刑事局より御説明いただく） 

 

第５回 平成１９年６月２９日  

・海賊版の拡大防止のための法的措置の在り方について 

    ・権利制限の見直しについて（薬事、障害者、オークション） 

   

第６回 平成１９年７月１９日 

・権利制限の見直しについて（薬事、障害者、オークション） 

     （関係者からのヒアリング） 

   

第７回 平成１９年８月２２日 

・権利制限の見直しについて（薬事、障害者、オークション） 

            

第８回 平成１９年９月２１日 

・検索エンジンの法制上の課題の検討に関する中間まとめ 

 (デジタル対応ワーキングチームからの報告) 

・ライセンシーの保護等の在り方に関する論点まとめ 

（契約・利用ワーキングチームからの報告） 

・間接侵害等に関する中間まとめ 

（司法救済ワーキングチームからの報告） 

・私的使用目的の複製の見直しについて 
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第９回 平成１９年１０月４日 

・平成１９年度中間まとめ（案）について 

 

第１０回 平成２０年１月１１日 

・中間まとめに対する意見募集の結果について 

 

第１１回 平成２０年１月２４日 

・機器利用時・通信過程における一時的固定の取扱いについて 

・私的使用目的の複製の見直しについて 

・今期の審議の経過について 

 

【第８期】 

第１回 平成２０年３月１８日 

・法制問題小委員会主査の選任等について 

   ・法制問題小委員会審議予定について 

・私的使用目的の複製の見直しについて 

 

第２回 平成２０年４月２４日 

・「デジタルコンテンツ流通促進法制」について 

(三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社から「知的財産立国の実現に向けた

著作権制度の改善に関する調査研究」ついて報告)                   

・私的使用目的の複製の見直しについて 

 

第３回 平成２０年５月２２日 

・「デジタルコンテンツの流通促進法制」について 

    （過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会からの報告） 

・「検索エンジンの法制上の課題」について 

（デジタル対応ワーキングチームからの報告） 

・「機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱い」について 

     （デジタル対応ワーキングチームからの報告） 

              

第４回 平成２０年６月１９日 

・「機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱い」について 

（デジタル対応ワーキングチームからの報告） 

    ・知的財産推進計画２００８等について 

     （内閣官房知的財産戦略本部より御説明） 

 

第５回 平成２０年７月２５日 

・研究開発における情報利用の円滑化について 

   ・リバース・エンジニアリングに係る法的課題ついて 

（関係団体からのヒアリング） 
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第６回 平成２０年８月１日 

・研究開発における情報利用の円滑化について 

・リバース・エンジニアリングに係る法的課題ついて 

（関係団体からのヒアリング） 

 

第７回 平成２０年８月２０日 

・研究開発における情報利用の円滑化について 

・リバース・エンジニアリングに係る法的課題ついて 

            

第８回 平成２０年９月４日  

・リバース・エンジニアリング、研究開発その他の公正利用の取扱いについて 

・通信を巡る蓄積等の行為に関する法制上の論点について 

（デジタル対応ワーキングチームより報告） 

・間接侵害について 

   （司法救済ワーキングチームより報告） 

 

第９回 平成２０年９月１９日 

・平成２０年度中間まとめ（案）について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                             これらのマークは，本書中に掲載しているすべての著作物のう

ち，文化審議会著作権分科会又は文化庁に著作権の帰属するも

のを対象とするものです。 


